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080010

「保幼育士」（仮
称）の創設と資
格認定試験の
一元化

教育職員免許
法第16条の2

　幼稚園における教職員については幼稚園の
教員免許状を有するものでなければなりませ
ん。

「認定子ども園」にお
ける児童の保育・養
育に携わる要員とし
て、新しい国家資格
「保幼育士（仮称）」を
新設し、同資格の認
定試験を一元化す
る。

「保幼育士」（仮称）の資格認定試験は以
下によるものとする。①試験の内容は、現
行の幼稚園教員資格認定試験の一次試
験及び保育士資格認定試験（筆記試験と
保育実習実技）並びに小論文とする。②試
験は、同日同会場で一元化して実施する。
③なお、現在、幼稚園教員資格を保有して
いる者は保育士資格認定試験を、保育士
資格を保有している者は幼稚園教員資格
認定試験（一次試験のみ）をそれぞれ受験
する。④また、現在両資格を保有している
者は、「保幼育士」の名称を用いることがで
きる。

①幼保一元化の流れ、とりわけ「認定子ども
園」のスタートに伴ない、教育中心の幼稚園
教員と保育中心の保育士の役割を効果的に
融合して遂行できる新しい人材「保幼育士」
が望まれる。認定試験は、新「保幼育士」に
相応しいものとするため左記の内容とする
が、知識偏重にならないよう、幼稚園教員資
格認定試験の二次試験は免状する一方、全
人間的な魅力・コミュニケーｼｮﾝ能力を把握す
るために小論文を課する。②受験者の便宜を
図るため、認定試験は同日同会場での、１回
限りの試験とする。

Ｃ －

　認定こども園制度は、就学前の子どもに対する幼
児教育と保育を一体的に提供する機能を備える施設
であり、幼稚園と保育所双方の水準を満たすことを基
本としています。このため、職員資格についても、幼
稚園教員免許状と保育士資格の併有を求める仕組
みとしています。
　幼稚園教諭免許と保育士資格については、①満3
歳からの子どもを対象に1日に4時間を標準とした教
育を行う学校である幼稚園と、②保護者の就労等の
事情により保育に欠ける0歳からの子どもを対象に1
日原則8時間の保育を行う児童福祉施設である保育
所という両施設の目的・役割の違いを踏まえたものと
なっています。
　このため、①幼稚園教諭免許保有者は、教職の意
義及び教員の役割を理解し、適切に教育課程を編成
して満3歳からの子どもの指導に当たる能力を有する
ことに力点が置かれているのに対し、②保育士資格
保有者は、児童福祉、小児保健、小児栄養、保育原
理、基礎的な教育原理を幅広く理解し、専門的知識
を持って0～2歳児の低年齢児を含む子どもの保育に
当たる能力の養成に力点が置かれているものであっ
て、これらを単純に一元化し、新たな国家資格を創設
することは困難です。

Ｃ － Ｃ － 1109020

社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会連合会

文部科学省
厚生労働省

80020
義務教育にお
ける、飛び級制
度の導入

学校教育法第
19条、第37条、
第46条

　小学校の就学年限は6年となっています。
　中学校の就学年限は3年となっています。

義務教育課程におい
て、極めて学力優秀
な生徒においては、
飛び級を認めるもの
とする。

義務教育課程において、極めて優秀な生
徒につき、教育委員会の推薦および本人
ならびに保護者の同意が得られれば、年
一回国が実施する飛び級試験を受けられ
る。合格の後は、飛び級が可能となり早期
の卒業が認められる。

現在の法律では、義務教育課程において飛
び級制度がなく、より高いレベルの教育を受
けるためには、塾などを活用せざるを得ない
状況である。その費用が負担出来ない保護
者の子供でも、早い時期により高いレベルの
教育を受けることが出来、将来国や地域を支
える人材を育成することが出来る。また塾等
に費やす時間を、家庭内のコミュニケーション
や地域ボランティア等に費やすことが出来、
将来、安全で安心の出来る地域社会を形成
することが出来る。

Ｃ －

　ご提案の小学校、中学校における児童生徒の飛び
級については、義務教育の期間は、全国ですべての
国民に対し、共通であることに意義があり、地域の特
性に応じた地域的要件は考えにくいこと、地域間移
動の場合の取扱いの問題などから、一部地域のみ
特別の取扱いを認める特区制度を適用することは馴
染むものではないと考えられます。
　また、本件は、我が国の学校教育制度に大きな影
響を与えることから、我が国の公教育の枠組みにか
かる問題として、児童・生徒の全人格的成長等の点
も勘案し、国民的な議論により中長期的な観点から
検討されるべき事柄であるため、全国規模の規制改
革のご要望としても、直ちに結論を得ることが困難な
問題と考えます。

Ｃ － Ｃ － 1006010
社団法人富
岡青年会議
所

文部科学省

080030

教員免許制度
の緩和による
小・中学校間の
連携強化

教育職員免許
法第3条第1
項、第2項、同
法第3条の2第1
項、同法第4条
第1項～第6
項、同法第5条
第2～4項、同
法第16条の5第
1項

　教育職員は、学校種等によりそれぞれ求めら
れる専門性を異にしていることから、各相当の
教員免許状を有する者でなければならないとさ
れています。ただし、その例外として、専門性の
高い教科指導の推進という観点から中学校免
許を有する者は、所有している免許状の教科
に相当する教科について小学校で教えること
ができます。

中学校又は高等学
校の教諭の免許状を
有しており、当該保
有免許に相当する学
校での一定期間の
実務経験があり、且
つ学級運営・生徒の
生活指導等に優れた
能力を有すると市町
村教育委員会が認
める者については、
小学校の相当する教
科についての指導だ
けでなく、（学級担任
を含めた）小学校で
の指導全般ができる
こととする。

各自の個性が現れ、興味・関心が分かれ
てくる小学校高学年において、児童の授業
への関心・集中力を高めるため、中学校教
員（＝中学校経験者）による専科指導の充
実など、指導方法の多様性を確保すること
ができる。・児童の心身の発達に関する変
化に対応するため、小学校教員と中学校
教員（＝中学校経験者）がチームを組んで
指導に当たるなど、より柔軟な指導体制を
敷くことができる。
なお、小学校における教科指導について
は、市町村教育委員会が責任を持って、
当該教員のスキルアップのための研修等
を適宜実施するものとする。

小・中学校においては、小学校が全教科担任
制、中学校が教科担任制であることから、こ
れまで相互の連携は難しい面があった。しか
しながら現在は、中学校において不登校生徒
が増加しているなどの実態があり、小・中学
校の接続の部分に問題が生じているのでは
ないか、との指摘もある。こうした状況に対応
するうえで、小・中学校間の教員の人事交流
を促進することは有効な手段であり、当該規
制緩和により小・中学校間の人事交流が促
進され、連携が強化されることにより、指導方
法の多様性を確保することができ、また、より
柔軟な指導体制を敷くことができる、といった
効果が期待できる。

Ｃ －

　教育職員は、学校の種類等によってそれぞれ必要
な専門性が異なっているため、それぞれの学校の種
類ごとの免許状を有していることが必要です。
　中学校や高等学校の免許状所有者については、専
門性の高い教科指導の推進という観点から、所有す
る免許状の教科に相当する教科については小学校
で教えることが現行制度においても可能となっていま
す。しかしながら、学級担任については子どもの発達
段階にあわせ適切な生徒指導等を行うことが求めら
れていることから、特定教科の専門的知識を有して
いることだけをもって、小学校の免許を有しない者が
小学校で学級担任をすることはできません。

Ｃ － Ｃ － 1037060 北九州市 文部科学省

080040

高松市小中一
貫教育特区構
想（教員免許の
弾力化構想）

教育職員免許
法第3条第1
項、第2項、同
法第3条の2第1
項、同法第4条
第1項～第6
項、同法第5条
第2～4項、同
法第16条の5第
1項

　教育職員は、学校種等によりそれぞれ求めら
れる専門性を異にしていることから、各相当の
教員免許状を有する者でなければならないとさ
れています。ただし、その例外として、専門性の
高い教科指導の推進という観点から中学校免
許を有する者は、所有している免許状の教科
に相当する教科について小学校で教えること
ができます。

教育職員免許法第３
条「各相当の免許状
を有する者」の相当
の範囲を一部拡大
し， 小・中のどちらか
の免許しか持ってい
ない教員でも小学５
年から中学１年の３
学年に限り， 市が設
定する一定の基準を
クリアした場合，市か
ら県への届出等によ
り，小・中の別を越え
学級担任等として指
導できるようにする。

高松市で実施予定の小中一貫教育におけ
る小・中間の円滑な接続による教育体制
づくりに向け，小・中教員の相互乗り入れ
を可能にするため，教育職員免許法第３
条「各相当の免許状を有する者」の相当の
範囲を一部拡大し，小学５年から中学１年
の３学年に限り，市が設定する 一定の基
準(例えば，県・国の研究団体もしくは，国
立大学教育学部附属学校に一定期間在
籍し顕著な実績を挙げている，また，勤務
校校長が中学校又は小学校での指導可
能と認める）をクリアした場合，市から県へ
の届出等により，小学校教員は中学校の
指導（学級担任を含む）が，中学校教員は
小学校の教科・領域指導及び学級担任と
して指導ができるようにする。

県教育委員会の人事配置の実情から考え
て，ある学校だけに配慮した人員配置をする
ことは不可能である。そこで，今回の提案を
実施することで，小・中学校の教員が，小学５
年生から中学１年生まで継続して指導するこ
とが可能となる。それにより，子どもがそれま
での教師との安定した人間関係の中で中学
校生活を迎えることができる。そのことで，小
から中へ進学する不安の解消と意欲の維持
ができ，ひいては学力の向上につながる。さ
らに，新設統合小・中学校以外の学校におけ
る小中連携に寄与すると思われる。

Ｃ －

　教育職員は、学校の種類等によってそれぞれ必要
な専門性が異なっているため、それぞれの学校の種
類ごとの免許状を有していることが必要です。
　中学校や高等学校の免許状所有者については、専
門性の高い教科指導の推進という観点から、所有す
る免許状の教科に相当する教科については小学校
で教えることが現行制度においても可能となっていま
す。しかしながら、学級担任については子どもの発達
段階にあわせ適切な生徒指導等を行うことが求めら
れていることから、特定教科の専門的知識を有して
いることだけをもって、小学校の免許を有しない者が
小学校で学級担任をすることはできません。
　また、小学校の免許状所有者はすべての教科を教
授することはできますが、小学校においては学級担
任ができる限り子どもと触れ合い、一人一人の子ども
を十分に理解することが大切であるため、学級担任
が原則としてすべての教科を指導することとしていま
す。このことから、各教科に関してそれぞれ専門性の
高い内容を指導することが求められる中学校、高等
学校において小学校の免許状を有しているということ
をもって指導にあたることはできません。しかしなが
ら、当該者が、優れた知識等を有していれば特別免
許状を受けて教授することは可能です。

Ｃ － Ｃ － 1024010 高松市 文部科学省

080050

高松市小中一
貫教育特区構
想（臨時免許の
授与に係る規
制緩和）

教育職員免許
法第5条第5項

　普通免許状を有する者を採用できない場合
には、都道府県教育委員会の判断により、臨
時免許状の授与が可能です。

教育職員免許法第５
条第５項の臨時免許
状の授与条件を拡大
し，小中一貫教育を
実施するために必要
な場合は，小・中の
どちらかの免許しか
持っていない教員で
も，市が設定する一
定の基準をクリアし
た場合は市から県へ
の内申により臨時免
許を授与することで，
小・中の別を越え学
級担任等として指導
できるようにする。

高松市で実施予定の小中一貫教育におけ
る小・中間の円滑な接続による教育体制
づくりに向け，小・中教員の相互乗り入れ
を可能にするため，教育職員免許法第５
条５項の臨時免許状の授与条件として「普
通免許状を有する者を採用できない場合」
以外に，小中一貫教育を実施するために
必要な場合は，小学５年から中学１年の３
学年に限り，市が設定する 一定の基準(教
員免許の弾力化構想と同じ内容）をクリア
した場合，市から県への内申により当該教
員に臨時免許を授与することで，小学校教
員は中学校の指導（学級担任を含む）が，
中学校教員は小学校の教科・領域指導及
び学級担任として指導ができるようにす
る。

県教育委員会の人事配置の実情から考え
て，ある学校だけに配慮した人員配置をする
ことは不可能である。そこで，今回の提案を
実施することで，小・中学校の教員が，小学５
年生から中学１年生まで継続して指導するこ
とが可能となる。それにより，子どもがそれま
での教師との安定した人間関係の中で中学
校生活を迎えることができる。そのことで，小
から中へ進学する不安の解消と意欲の維持
ができ，ひいては学力の向上につながる。さ
らに，新設統合小・中学校以外の学校におけ
る小中連携に寄与すると思われる。

Ｄ －

　教育職員免許法は、各学校種や免許教科に応じた
専門性を確保するために、相当する学校や教科の免
許状を必要とする原則を採っています。これを踏まえ
た上で、普通免許状を有する者を採用することができ
ない場合には、教育職員免許法の規定に基づき、都
道府県教育委員会の判断により、臨時免許状を授与
することが可能であると考えます。
　また、優れた知識等を有している場合には、特別免
許状制度を活用することもできます。

文部科学省からの回答を受け、今後、県教
育委員会と協議しながら、円滑な実施に努
めていきたい。

Ｄ － Ｄ － 1024020 高松市 文部科学省

080060

高松市小中一
貫教育特区構
想（特別免許の
授与について）

教育職員免許
法第5条第2
項、第3項

　特別免許状は、担当する教科に関する専門
的な知識又は技能を有し、社会的信望があり、
教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を
持っている者に対し、任命権者の推薦に基づき
授与される免許状です。

教育職員免許法のう
ち，特別免許状の授
与において，学校現
場の教職員の勤務
実績を把握しやすい
市教育委員会や所
属校校長の意見を反
映・尊重し，小・中学
校教員にも特別免許
状を授与することが
できるようにする。

高松市で実施しようとしている小中一貫教
育の成果として期待される，小・中間の円
滑な接続による教育体制づくりにおいて
は，小学校高学年の学級担任がそのまま
中学校の学級担任として教科指導できる
ことが必要である。そこで，教育職員免許
法第５条第２項・３項の特別免許状授与に
ついては，現場の実情を把握しやすい市
教育委員会や所属校校長の意見を反映・
尊重し，市教育委員会等の意見も任命権
者の推薦と同様の効力を持つようにし，
小・中学校教員にも特別免許状を授与す
ることができるようにする。

県教育委員会の人事配置の実情から考え
て，ある学校だけに配慮した人員配置をする
ことは不可能である。そこで，必要に応じて特
別免許状を授与することで，小・中学校の教
員が，小学５年生から中学１年生まで継続し
て指導することが可能となる。それにより，子
どもがそれまでの教師との安定した人間関係
の中で中学校生活を迎えることができる。そ
のことで，小から中へ進学する不安の解消と
意欲の維持ができ，ひいては学力の向上に
つながる。さらに，新設統合小・中学校以外
の学校における小中連携に寄与すると思わ
れる。

Ｄ －

　特別免許状については、学校教育の効果的な実施
の必要性に基づき授与されるものであり、教員として
の採用を前提としているため、任命権者の推薦を必
要としております。
　また、小学校や中学校の教員であっても、優れた知
識等を有していれば特別免許状を受けて教授するこ
とは可能です。
　なお、構造改革特別区域法第19条により、市町村
教育委員会が特別免許状を授与することも可能と
なっています。

文部科学省からの回答を受け、今後、県教
育委員会と協議しながら、円滑な実施に努
めていきたい。

Ｄ － Ｄ － 1024030 高松市 文部科学省

080070

高松市小中一
貫教育特区構
想（教員免許の
弾力化構想）

教育職員免許
法第3条第1
項、第2項

　教育職員は、学校種等によりそれぞれ求めら
れる専門性を異にしていることから、各相当の
教員免許状を有する者でなければならないとさ
れています。

教育職員免許法施
行規則第３条「教科
に関する科目の単位
の修得科目」に規制
されることなく，小学
校教員が，これまで
の実績を評価された
場合は，現在所有す
る中学校免許と異な
る教科を，中学校で
指導できるようにす
る。

高松市で実施予定の小中一貫教育におい
て小・中教員の相互乗り入れを可能にする
ため，教育職員免許法施行規則第３条「教
科に関する科目の単位の修得科目」の規
制によるのではなく， 一定の基準(例え
ば，県・国の研究団体もしくは，国立大学
教育学部附属学校に一定期間在籍し顕著
な実績を挙げている，また，勤務校校長が
中学校又は小学校での指導可能と認め
る）をクリアした場合，小学校教員が，現在
所有する中学校免許と異なる教科も，中
学校で指導できるようにする。

県教育委員会の人事配置の実情から考え
て，ある学校だけに配慮した人員配置をする
ことは不可能である。そこで，今回の提案事
業を実施することで，ある教科について，教
職生活の実践を通して専門的指導内容・方
法を十分に身に付けた小学校教員がその教
科を中学校でも引き続き指導することができ
る。その結果，子どもがそれまでの教師との
安定した人間関係を保ちつつ，教育現場での
豊富な知識を基にした教育を受けることがで
き，小から中へ進学する不安の解消と意欲の
維持，学力の向上につながる。さらに，新設
統合小・中学校以外の学校における小中連
携に寄与すると思われる。

Ｃ －

　免許状で担保される資質能力の種類にかかわら
ず、有する教員免許状の教科以外の教科を教授する
ことを認めることは、実質的に教員免許を不要とする
ことと同じであり、我が国の公教育の水準を全国レベ
ルで確保することができなくなります。
　しかしながら、ある教科を教授する教員を採用する
ことができない場合には、例外的に中学校の教諭
は、所有する免許教科の担任をした上で、免許外教
科担任制度を活用して免許状を有していない教科を
教授することは可能となっています。
　また、有している免許教科以外の分野について優
れた知識等を有しているということで特別免許状や特
別非常勤講師制度の活用により教授することも可能
です。

Ｃ － Ｃ － 1024040 高松市 文部科学省
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 08 文部科学省（特区第１０次 再々検討要請回答）

管理コード

具体的事業を
実現するため
に必要な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の分
類」の再見
直し

「措置の内
容」の再見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
提案事項
管理番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

080080

高松市小中一
貫教育特区構
想（小学校教員
の中学生への
懲戒権の拡大）

学校教育法第
11条、学校教
育法施行規則
第13条第2項

　学校では、教育上必要があると認められると
きには、児童生徒を叱責したり、処罰したりする
ことができます。学校教育法第11条では「校長
及び教員は、教育上必要があると認めるとき
は、･･･（略）･･･、学生、生徒及び児童に懲戒を
加えることがきる。ただし、体罰を加えることは
できない。」と規定されています。従って、懲戒
を行うことができる者は校長及び教員です。ま
た、学校教育法施行規則第13条第2項では「懲
戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長
がこれを行う。」と規定されており、これらにつ
いての処分は校長の権限となっています。

小中一体型施設に
おける小中一貫教育
において，小学校の
教員免許しか持って
いない教員でも，同
施設内で一緒に学校
生活を送る中学校生
徒に対して，教育上
必要がある場合は懲
戒を加えることがで
きるようにする。

高松市で実施予定の小中一体型施設にお
ける小中一貫教育に限り，学校教育法第
１１条の内容に従って，小学校の教員免許
しか持っていない教員でも，同施設内で一
緒に学校生活を送る中学校生徒に対し
て，教育上必要がある場合は懲戒を加え
ることができるようにする。

高松市で実施予定の小中一体型施設におけ
る小中一貫教育においては，たとえ，中学校
の免許を持っていない教員といえども，学校
生活上，中学生徒に懲戒を加える必要が出
てくると思われる。そこで，小中一体型の施設
の学校に限って，懲戒を加えることを認める
ことで，全職員で児童生徒の健全な発達につ
いて寄与することができる。また，保護者へ
の免許を持っていない小学校教員が中学生
徒に懲戒を加えることでの，生徒や保護者と
のトラブルを防ぐことにもなる。

Ｄ －

　ご指摘のように、小中一体型施設において、小学校
児童と中学校生徒が存する場合に、例えば、校舎の
使用が不適切な場合に中学校教員が小学校児童に
叱責するといったことも考えられるところであり、個々
の事案に応じて、学校の秩序維持や児童生徒に対
する教育上の配慮から、対応を行うことは可能です。
　なお、退学及び停学といった、児童生徒の教育を受
ける地位や権利に変動をもたらす懲戒（法的効果を
もたらす懲戒）については、学教法施行規則上校長
の権限とされています。

Ｄ － Ｄ － 1024050 高松市 文部科学省

080110
学校運営協議
会の権限強化

地方教育行政
の組織及び運
営に関する法
律第47条の5第
4項、第5項、第
6項

1　教育委員会は、教育委員会規則で定めると
ころにより、その所管に属する学校のうちその
指定する学校（以下この条において「指定学
校」という。）の運営に関して協議する機関とし
て、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を
置くことができる、となっています。
2　学校運営協議会の委員は、当該指定学校
の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍
する生徒、児童又は幼児の保護者その他教育
委員会が必要と認める者について、教育委員
会が任命する、となっています。
3　指定学校の校長は、当該指定学校の運営
に関して、教育課程の編成その他教育委員会
規則で定める事項について基本的な方針を作
成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認
を得なければならない、となっています。
4　学校運営協議会は、当該指定学校の運営
に関する事項（次項に規定する事項を除く。）に
ついて、教育委員会又は校長に対して、意見を
述べることができる、となっています。
5　学校運営協議会は、当該指定学校の職員
の採用その他の任用に関する事項について、
当該職員の任命権者に対して意見を述べるこ
とができる。この場合において、当該職員が県
費負担教職員（第55条第1項、第58条第1項又
は第61条第1項の規定により市町村委員会が
その任用に関する事務を行う職員を除く。第九
項において同じ。）であるときは、市町村委員会
を経由するものとする、となっています。

学校運営協議会の
権限については、そ
の影響力、効果はき
わめて小さく、教育
委員会が有する学校
運営の権限の一部を
委譲することで学校
運営協議会の権限を
強化する。地域の声
を学校教育に直接反
映させることで、地域
の自由な発想により
学校を運営し、地域
からの教育再生を進
める。

（事業内容）
１．地教行法第47条の5第4項及び第5項
の権限の強化（第3条と同様に学校運営及
び職員採用・任用について協議会の承認
を必要とする）
２．教科書採択に関して、採用する教科書
について協議会の承認を必要とする。
(効果)
教育委員会が、学校運営に関する承認権
の一部を協議会に付与することにより、市
民自治の本旨に基づき、市民が責任を
持って学校運営に取り組むことができる。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第47条の5に基づく学校運営協議会について
は、付与されている権限が不十分であり、教
育委員会の諮問機関を超えるものではない。
最近設置された教育再生会議においても「家
庭や地域の教育力向上」が検討事項として提
示されているが、本市の提案は地域が積極
的に学校運営へ参画し、住民に権限とそれに
伴う責任を付与することで住民に自覚を促す
ものであり、本市の提案はこの提示に対する
１つの試案足りえると考えるものである。過去
の提案時の回答において、随所に「教育委員
会が首長や学校運営協議会の意向を充分踏
まえることで実現可能」との見解をいただいて
いるが、本市は、単に学校運営に対して実質
的に関与可能とするだけではなく、｢承認す
る」と明文化し法制度として保障することに大
きな意義があると考えるものである。（別途資
料添付）

Ｃ －

　前回までの提案の際の説明と同様、学校運営協議
会の設置、委員の任命、カリキュラムの決定、教職員
の人事、またそれらに要する経費についての予算措
置などの際に、教育委員会が首長や学校運営協議
会の意向を十分踏まえることで実現は可能です。
　この学校運営協議会制度は、地域の方々、保護者
の様々な意見を公立学校の運営に直接反映させて
いくことを目的としたものであり、学校運営の基本的
方針の承認、教職員の任用に関して教育委員会へ
意見を述べることができるなどの権限が付与されて
います。一方、学校の管理運営の権限と責任は校長
が有し、また教職員人事権については任命権者であ
る教育委員会が有していることから、地方教育行政
の組織及び運営に関する法律第47条の5第4項の学
校の運営、同第5項の教職員の任用について学校運
営協議会の承認まで必要とすることは、責任の所在
を不明確にしてしまい、また円滑な学校運営にも支障
が生じることも予想されます。
　また、教科書採択に地域の意見を反映させることに
ついては、現行制度のもとでも、採択地区の小規模
化を図るとともに、採択の決定過程に保護者等を参
画させることにより可能であり、文部科学省でもこれ
らの取組を促しています。貴市におかれては、市単
独の採択地区を設定するとともに、選定委員会等に
地域の代表者等を加えることにより、貴市で使用され
る教科書の採択過程へ地域住民等の参画が可能に
なると考えますので、ご検討ください。

右の提案主体の意見を踏まえ、再
度検討し回答されたい。

「権限を付与することは円滑な学校運営に
支障が生じさせる」との回答だが、昨今の
いじめ、未履修の問題等からも明らかなと
おりそもそも学校運営が円滑に進んでいな
いからこそ当市は提案を行っている。学校
再生、地域教育再生については教育再生
会議においても議論されているところであ
るが、当市の提案する権限の付与は学校
及び教員の目を教育委員会から地域に向
けさせることになり学校再生に有効である
と同時に地域にとっても権限が付与される
ことは自覚を促し地域教育再生に寄与する
ところが大きいと考えるので、その点を考
慮いただきたく再度意見書を提出し、検討
をお願いするものである。

Ｃ －

　これまでの回答の繰り返しとなりますが、地方教育行政
の組織及び運営に関する法律第47条の5第4項において
は、学校運営協議会が教育委員会又は校長に、「学校の
運営に関する事項」について意見を述べることができると
されていますが、当該「学校の運営に関する事項」は、日
常的な学校運営に係ることも含まれており、こうした学校
運営全般に係る事項も学校運営協議会の承認の対象と
することは、日常の学校運営に支障が生じるものと考え
ます。また、同第5項の教職員の人事については、広域で
一定水準の人材が確保される必要があることから、学校
間の調整等が必要であり、教職員の任用について学校
運営協議会の承認を必要とすることは、こうした人事の調
整に支障が生じるものと考えます。
　こうしたことから、学校運営協議会に付与されている意
見を述べることができる権限について、承認まで必要とす
ることは、責任の所在を不明確にしてしまうとともに、円滑
な学校運営にも支障が生じることも予想されます。

　右の提案主体の意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

権限を付与することで「円滑な学校
運営に支障が生じる」との回答だ
が、前回も意見したとおり昨今のい
じめ、未履修の問題等そもそも学校
運営が円滑に進んでいないからこ
そ当市は提案を行っている。｢円滑
な学校運営」とは貴省の回答にある
｢日常の学校運営」をスムーズに進
めることなのではなく、現在学校が
抱える諸問題を解決することであっ
て、権限が教育委員会に偏る現在
の状況では解決は難しいと考える。
権限をもった協議会による学校運
営はそのための１つの解決策であ
ると考えるので、その点を検討いた
だきたく再度意見書を提出するもの
である。

Ｃ －

　これまでの回答の繰り返しとなりますが、　学校の管理
運営の権限と責任は校長が有し、また教職員人事権につ
いては任命権者である教育委員会が有していることから、
学校運営協議会に付与されている意見を述べることがで
きる権限について、承認まで必要とすることは、責任の所
在を不明確にしてしまうとともに、円滑な学校運営にも支
障が生じるものと考えます。
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5
第4項においては、学校運営協議会が教育委員会又は校
長に、「学校の運営に関する事項」について意見を述べる
ことができるとされていますが、当該「学校の運営に関す
る事項」は、日常的な学校運営に係ることも含まれてお
り、こうした学校運営全般に係る事項も学校運営協議会の
承認の対象とすることは、日常的に発生する諸問題につ
いて適時適切な対応が困難となるなど、日常の学校運営
も支障が生じるものと考えます。
　また、同第5項の教職員の人事については、広域で一定
水準の人材が確保される必要があることから、学校間の
調整等が必要であり、教職員の任用について学校運営協
議会の承認を必要とすることは、こうした人事の調整に支
障が生じるものと考えます。

1029010 多治見市 文部科学省

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法
律」第37条、「市町村立学校職員給与負担法」
第1条及び「公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法律」第6条
及び第6条の2に基づき、校長は県費負担教職
員とされています。

学校教育法第
28条、第40条
地方教育行政
の組織及び運
営に関する法
律第37条、第
38条、第41条
公立義務教育
諸学校の学級
編制及び教職
員定数の標準
に関する法律
第6条、第6条
の2
市町村立学校
職員給与負担
法第1条

市町村費負担
教職員の身分
での校長任用
について

080100 Ｃ

　当村では平成18年4月から村費負担教職員
を常勤講師として1年任期で5名配置してい
る。
　また、平成19年4月から生涯雇用を基本とし
た教諭採用を行う予定である。
　現在、「市町村立学校職員給与負担法」第1
条第1号及び「公立義務教育諸学校の学級
編成及び教職員定数の標準に関する法律」
第6条及び第6条の2に基づき校長は県費負
担とされているが、市町村費負担教職員の採
用が可能な現在の状況において、県費負担
教職員にのみ校長任用の道があるのは妥当
ではないと考える。
　当村では村費負担教職員を育て、将来的
に校長任用したいと考えており、市町村費負
担教職員における校長任用が可能になるよう
提案するものである。

　当村では平成17年12月の「東通村「わが
村の先生制度」特区」認定により、平成18
年4月から村費負担教職員を常勤講師とし
て5名配置している。
　また、本年中に常勤講師ではなく、生涯
雇用を基本とした教諭採用制度を確立す
る予定である。
　現在、「市町村立学校職員給与負担法」
第1条第1号及び「公立義務教育諸学校の
学級編成及び教職員定数の標準に関する
法律」第6条及び第6条の2に基づき、校長
は県費負担とされているが、将来的に村
費負担教職員を校長任用したいと考えて
いるものである。

市町村費負担教職
員の身分のまま校長
任用を可能にするた
め、「市町村立学校
職員給与負担法」第
1条及び「公立義務
教育諸学校の学級
編成及び教職員定
数の標準に関する法
律」第6条及び第6条
の2を改正する。

　ご回答有り難うございます。
　さて、貴省回答の前段部分の方法は当村
でも以前より承知しており、その前提で提
案しております。
　市町村費負担教職員と県費負担教職員
は給与負担者を異にしますが、教職員たる
身分は法的に同等であり、役職に応じて身
分転換し、給与負担者を替えなければなら
ない事自体の不合理性に疑問が生じま
す。
　また、貴省回答後段の尚書きについて、
市町村費負担教職員制度は県費負担教職
員制度を前提としつつも、市町村費負担教
職員が市町村立学校教育の中核を担おう
とする事を否定するものでは無いはずであ
り、市町村費負担教職員の身分のまま、義
務教育の実施に不可欠な校長として任用さ
れる事に何ら問題は生じないものと思われ
ます。
　更に、市町村費負担教職員と県費負担教
職員のいずれが校長任用されても、全国的
な教育機会均等と教育水準維持のために
財政安定が担保される市町村と判断される
前提があれば何ら影響はないものと考えま
す。
　以上の事より、改めて法改正のご検討を
お願い致します。

右の提案者の意見を踏まえ、市町
村費負担教職員を校長として任用
できないか、再度検討し理由ととも
に回答されたい。

　市町村が任用した教職員を校長に昇格させ、市町
村立の学校に配属させることは、都道府県と市町村
相互の了解の下、当該教職員に県費負担教職員とし
ての身分を取得していただき、市町村教育委員会か
ら都道府県教育委員会への内申に基づき当該市町
村立の学校に配属させることにより、現行制度上も可
能となっております。
　なお、市町村費負担教職員任用制度は、全国的な
教育の機会均等、教育水準の維持のため、財政負
担の大きい教員の人件費を財政的に安定している都
道府県が負担するという県費負担教職員制度を前提
としつつ、市町村の実情に合わせて市町村によるプ
ラスアルファの教職員任用を可能とするものです。し
たがって、校長は義務教育の実施に不可欠な職員で
あり、これまでどおり県費負担教職員制度のもとで、
都道府県が任用することが必要です。

－
　右の提案主体の意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　市町村費負担教職員任用制度は、全国的な教育の機
会均等、教育水準の維持のため、財政負担の大きい教
員の人件費を財政的に安定している都道府県が負担す
るという県費負担教職員制度を前提とし、標準法で定め
る定数については引き続き都道府県が負担するものとし
て教育水準の維持を担保し、それを超える教職員につい
ては市町村が任用することを可能とするものです。
　上記のような区分を改め、標準法で定める定数につい
ても市町村の負担とすることを可能とした場合、都道府県
から市町村へ負担転嫁が生じ、その結果、市町村の財政
負担が多大なものとなり、必要な教職員数が確保できな
くなる恐れがあります。
　そのため、教育の機会均等、水準の維持のためには、
校長等の標準法で定める定数については、これまでどお
り県費負担教職員制度のもとで、都道府県が任用するこ
とが必要です。

－Ｃ －Ｃ

　ご回答有り難うございます。
　まず、市町村費負担教職員制度
が都道府県費負担教職員制度を前
提とする考え方に基づいていること
は理解しております。
　貴省回答では、標準法で定める
定数については、教育の機会均等
及び教育水準の維持を図るため、
一般的に財政が安定している都道
府県がその費用を負担することが
妥当であり、都道府県費負担教職
員制度を引き続き維持する必要が
ある旨の回答がございましたが、市
町村への財源及び権限委譲等が
確立されていない現段階において
は、本回答を否定するものではござ
いません。
　つまり、本提案の趣旨は標準法で
定める定数について、市町村費負
担を可能とする旨の内容ではござ
いません。
  現行法解釈で、市町村任用が可
能となっている教頭及び教諭と同様
に、校長についても市町村任用を
可能にすべきとのご提案でございま
す。
　また、前回、貴省から、校長は義
務教育の実施に不可欠な職員であ
り、都道府県が任用する必要があ
る旨の回答がございましたが、義務
教育の実施に不可欠な職員とは、
校長のみならず、教頭及び教諭も
含まれると考えます。
　また、前回意見の繰り返しになり
ますが、役職に応じて市町村費から
都道府県費に身分転換し、給与負
担者を替えなければならない事自
体の不合理性の疑問は依然として
解消されておりません。
　このような観点からも、既に教頭
及び教諭の市町村任用が可能な現
段階において、校長も市町村任用
が可能となるよう、改めて法改正の
ご検討をお願い致します。

文部科学省東通村1097020

　これまでの回答の繰り返しとなりますが、市町村費負担
教職員制度は、県費負担教職員制度を前提とし、標準法
で定める各職の種類毎の定数を超える数の教職員につい
て、市町村負担を可能とする制度です。
　校長は、標準法で既に必ず学校数と同数を定数算定す
ることとされており、また、学校という組織の長という性格
上、各学校に一人配置されるものであって、複数配置する
ことは想定されない職です。そのため、ご提案の実現は困
難であると考えます。
　一方、貴村からのご回答にもあるように、校長と異なり各
学校において複数配置することが可能とされている教頭
や教諭については、標準法で定める定数以上の数の者を
各学校に設置することは当然にあり得るものであり、その
ため市町村の負担で定数以上の職員を措置することが制
度上可能となっています。
　なお、市町村が任用した教職員を校長に昇格させ、市町
村立の学校に配属させることは、都道府県と市町村相互
の了解の下、当該教職員に県費負担教職員としての身分
を取得していただき、市町村教育委員会から都道府県教
育委員会への内申に基づき当該市町村立の学校に配属
させることにより、現行制度上も可能となっております。

・教育公務員特例法には｢公立の小学校等の
教諭等の任命権者は、当該教諭等（政令で指
定する者を除く。）に対して、その採用の日から
一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に
関する実践的な研修（以下「初任者研修」とい
う。）を実施しなければならない。 ｣とあります。
・教育公務員特例法第24条には｢公立の小学
校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対
して、その在職期間（公立学校以外の小学校
等の教諭等としての在職期間を含む。）が十年
（特別の事情がある場合には、十年を標準とし
て任命権者が定める年数）に達した後相当の
期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭
等としての資質の向上を図るために必要な事
項に関する研修（以下「十年経験者研修」とい
う。）を実施しなければならない。 ｣とあります。

教育公務員特
例法23条、24
条

市区町村費負
担教職員の研
修期間の弾力
化について

080090 Ｄ

　当村では特区認定により、平成18年4月か
ら村費負担教職員を常勤講師として1年任期
で5名配置している。
　また、平成19年4月からは常勤講師ではな
く、生涯雇用を基本とした教諭採用を行う予
定である。
　教諭採用となれば教育公務員特例法第23
条及び第24条の適用を受け、初任者研修及
び十年経験者研修を実施する必要がある。
　逼迫財政の中で教育環境充実のため緊急
性をもって村費負担教職員を採用したにも拘
わらず、初任者研修として採用初年度に研修
に費やす日数が多大なため、本来職務に支
障をきたす状況になる。
　よって、採用初年度からの活躍が期待され
る村費負担教職員の役割に照らし、本研修
期間をそれぞれ3年程度に弾力化して頂くよ
う提案するものである。

　当村では平成17年12月の「東通村「わが
村の先生制度」特区」の認定により、平成
18年4月から村費負担教職員を常勤講師
として5名配置している。
　現在は、常勤講師のため教育公務員特
例法第23条及び第24条の規定の適用を
受けないが、平成19年4月からは生涯雇用
に基づいた教諭として配置する予定であ
り、同法同条の適用を受け、初任者研修
及び十年経験者研修制度を確立し実施す
る必要がある。
　この研修の期間を1年ではなく、複数年
の期間で実施したいと考える。

「教育公務員特例
法」第23条及び第24
条による研修を1年
間とせず、複数年(3
年程度)の期間で実
施できるよう改正す
る。

　ご回答有り難うございます。
　さて、貴省回答では、教育公務員特例法
第23条及び第24条を維持するが、それぞ
れの研修内容・方法・期間は、任命権者が
定めることとされている事から、研修内容を
薄め、期間を短縮する事も現行法上可能で
あり、次年度以降に別の研修で初任者研
修及び十年経験者研修の各目的を補填す
る研修を行う事で対応可能である旨のご回
答と認識します。
　しかし、本法解釈では、教育公務員特例
法第23条の初任者研修の目的たる教諭の
職務の遂行に必要な能力、同様に同法第
24条の十年経験者研修の目的たる個々の
能力、適性等に応じて、教諭等としての資
質の向上を図る事を１年間と規定している
本条項の期間と矛盾するものと感じます。
　よって、改めて本条項の１年間を複数年
にする法改正のご検討をお願い致します。

右の提案者の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

　初任者研修及び10年経験者研修の実施期間は1年
間とすることを法令上定められていますが、それぞれ
の研修の内容、方法及び日数については、任命権者
が定めることとされています。また、これらの研修終
了後、翌年以降に別の研修を実施することも可能で
すので、ご提案の趣旨を踏まえた取り組みは現行で
も対応可能と考えております。

－

　提案者の提案は初任
者研修及び１０年経験者
研修の実施期間は１年
間とするという法令を複
数年にする旨の法改正
を求めるものであり、こ
れについて右の提案者
の意見を踏まえ再度検
討し、その可否について
理由とともに回答された
い。

  初任者研修及び10年経験者研修は、それぞれ採用の
日から1年間又は1年以内とされています。
　これらの研修の具体的な内容、方法及び日数（時間数）
等については1年という範囲内で、任命権者が定めること
となっています。
　なお、教育公務員特例法25条においては、「任命権者
が定める初任者研修及び10年経験者研修に関する計画
は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環を
なすものとして樹立されなければならない」とされており、
各任命権者が個々の教員の職務経験や研修実績等に応
じて、2年目研修、5年経験者研修など、柔軟に実施する
事が求められておりますので、任命権者の判断で各経験
年数別の研修を行って頂くことは重要と考えており、当然
のことながら、ご指摘の趣旨を踏まえた取組は現行制度
でも対応可能と考えています。

－Ｄ －Ｃ

ご回答有り難うございます。
　貴省回答では、本提案が教育公
務員特例法第２５条を根拠に可能
である旨の回答を頂きましたが、本
提案理由にもあるように、本提案は
あくまでも教育公務員特例法第２５
条における、教員の経験に応じて
実施する体系的な研修の一環をな
すものではなく、教育公務員特例法
第２３条及び第２４条で規定される
初任者研修及び十年経験者研修を
それぞれ採用の日から１年間又は
１年以内と規定されているものの、
次年度以降に複数年でその研修内
容を補填するとの趣旨になります。
　よって、貴省が根拠とする教育公
務員特例法第２５条の法理と本提
案の根本的な考え方は異にするも
のと考えます。
　教育公務員特例法第２５条の理
念は、教育公務員特例法第２３条
及び第２４条で規定される研修を
行った上で、尚かつ、それ以外の教
諭の職務経験や研修実績に応じた
体系的な研修を任命権者が樹立す
る必要がある旨と考えます。
　また、貴省回答では、教育公務員
特例法第２３条及び第２４条で規定
される年数そのものが非常に曖昧
となり、敢えて年数を規定する必要
性にも疑問が生じます。
　よって、改めて、教育公務員特例
法第２３条の初任者研修の目的た
る教諭の職務の遂行に必要な能
力、同様に同法第２４条の十年経
験者研修の目的たる個々の能力、
適性等に応じて、教諭等としての資
質の向上を図る事を１年間又は１年
以内と規定している本条項の期間
を複数年にする旨の法改正のご検
討をお願い致します。
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　教員研修については、各教員が、教職の全期間を通じ
て必要な研修に参加できる機会を確保することが重要で
す。このため、各任命権者は、教職生活の全体にわたっ
て研修を積極的に実施するため、研修の体系化を図って
いただく必要があります。
  教育公務員特例法第25条は、各任命権者がこのような
研修の体系化を図っていただく際に、初任者研修、10年
経験者研修を研修体系の中に明確に位置付け、教員の
経験に応じて行われる研修の一環として計画していただく
べきことを定めたものです。
  初任者研修及び10年経験者研修は、学校における教育
活動が、年間指導計画に従って行われ、教員の実務も1
年を単位として行われるものであることや、一定期間内に
集中して実施することの研修効果等の観点から、採用の
日から1年間又は1年以内とされており、これらの期間を複
数年とすることは適当ではありません。なお、これらの研
修の具体的な内容、方法及び日数等については1年とい
う範囲内で、任命権者が定めることが可能となっていま
す。さらに、各任命権者が、教職の全期間を見通して、
個々の教員の職務経験や研修実績等に応じて実施する2
年目、5年目、法定の研修の前後の時期など体系全体の
中で、適切な時期において、どのような内容・方法で実施
するかを柔軟に御検討いただくことは、現行制度でも対応
可能と考えています。
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 08 文部科学省（特区第１０次 再々検討要請回答）

管理コード

具体的事業を
実現するため
に必要な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の分
類」の再見
直し

「措置の内
容」の再見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
提案事項
管理番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

080120

学校運営協議
会委員任命に
ついての市長
の関与

地方教育行政
の組織及び運
営に関する法
律第47条の5第
2項

　学校運営協議会の委員は、当該指定学校の
所在する地域の住民、当該指定学校に在籍す
る生徒、児童又は幼児の保護者その他教育委
員会が必要と認める者について、教育委員会
が任命する、となっています。

学校運営協議会は
指定学校の運営方
針に対し承認を与え
る等の権限を有して
おり、協議会委員の
任命権限は教育委
員会が有している
が、学校は地域の財
産であり、教育に関
する住民の関心は高
く、委員の任命につ
いて市長の関与は不
可欠であるので、学
校運営協議会の委
員の任命に関して市
長の承認を得るもの
とする。

学校運営協議会委員の任命について市長
の承認を得る。

地域参加による学校運営を進める場合、地
域住民が学校運営協議会委員として参加す
ることは勿論のこと、協議会委員の構成につ
いても地域の意向が充分に反映されているも
のでなければならないし、そのためには、委
員の任命について「市長の承認を必要とす
る」と明文化することが必要であり、「法制度
として（権限を）保障する」ことに意義があると
考えるものである。
また、平成17年12月9日付け地方制度調査会
の答申書の中においても、「地域住民の意向
の反映はむしろ公選の長の方がより適切に
なしうると考えられる」とされているところであ
る。
特区制度とは、限定された範囲内で実証実
験的に試行し、その結果について検討を行う
場所であると理解しているがこの限定的な枠
の中で権限として付与し、比較検討を行うこと
は今後の協議会制度を運営していく上で非
常に有効であると考える。

Ｃ －

　前回までの提案の際の説明と同様、個人の精神的
な価値の形成に直接影響を与える教育については、
その内容が中立公正であることが極めて重要であ
り、教育行政の執行にあたっても、個人的価値判断
や特定の党派的影響力から中立性を確保することが
必要です。こうしたことから教育委員会制度が設けら
れており、学校運営協議会についても、学校運営及
び任命権者の任命権の行使の手続きに関与する一
定の権限が付与されている機関であることから、その
委員については、公立学校としての運営の公正性、
公平性、中立性の確保に留意しながら適切な人材を
任命する必要があります。このため、設置者である教
育委員会が委員の任命権を持っているものであり、
首長の承認を必要とすることにより教育委員会の権
限について制限することは困難であると考えます。
　ご提案の趣旨については、現行の制度においても、
教育委員会が学校運営協議会委員の任命にあたっ
て、住民の意向も十分踏まえることで実現可能であ
ると考えます。

右の提案主体の意見を踏まえ、再
度検討し回答されたい。

回答には「運営の公正性、公平性、中立性
を確保するため教育委員会に任命権が必
要」とあるが、再三説明しているとおり本提
案は任命権限を市長に移すものではなく、
関与を求めるものである。当市では公正
性、公平性、中立性は無論重要であると認
識しているが、これらの概念的な考え方が
原因で教育委員会に権限が集中し、その
ため教育現場が教育委員会の意向のみを
伺い現場がおざなりにされていると考えて
いる。学校運営に影響を与える学校運営委
員の任命に市長が関与することは、教育現
場の目を地域に向けさせる上で有効である
と考えるので、その点を考慮いただきたく再
度意見書を提出し、検討をお願いするもの
である。

Ｃ －

　これまでの回答の繰り返しとなりますが、教育委員会が
学校運営協議会の委員を任命するに当たり、保護者や地
域住民の意見も十分踏まえるなど、地方教育行政の組織
及び運営に関する法律を適切に運用することにより地域
の意向を十分に反映できるものと考えます。
　貴市よりいただいたご意見のとおり教育行政の執行に
あたっては公正性、公平性、中立性は重要であり、その
ため複数の委員からなる教育委員会が、その合議により
多様な意見や立場を集約した中立的な意思決定に基づ
き学校運営協議会委員の任命を行うこととなっています。
　なお、既に学校運営協議会制度を導入している自治体
の教育委員会では、地域住民の教育への関心に応え
て、学校運営協議会委員に地域に根ざした人材を確保す
るための方策として、その構成に地域代表枠を設けたり、
公募制を行ったりしている取組もありますので、こうした事
例も参考にしていただければと存じます。

　右の提案主体の意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

本市の提案はこれまで再三説明し
ているとおり任命権限を市長に移す
ものではなく、関与を求めるもので
ある。公正性、公平性、中立性の重
要性は当然認識しているが、その
ために教育委員会に権限が集中し
ている現在の状況が問題であると
考え、提案しているものである。権
限が集中していることにより教育現
場が教育委員会の意向のみを伺い
現場がおざなりにされているため、
学校運営に影響を与える協議会委
員の任命に市長が関与すること
は、教育現場の目を地域に向けさ
せる上で有効であると考えるので、
その点を検討いただきたく再度意見
書を提出するものである。

Ｃ －

　これまでの回答の繰り返しとなりますが、個人の精神的
な価値の形成に直接影響を与える教育については、その
内容が中立公正であることが極めて重要であり、教育行
政の執行にあたっても、個人的価値判断や特定の党派的
影響力から中立性を確保することが必要であることから教
育委員会制度が設けられています。学校運営協議会につ
いても、学校運営及び任命権者の任命権の行使の手続き
に関与する一定の権限が付与されていることから、その委
員については、公立学校としての運営の公正性、公平
性、中立性の確保に留意しつつ適切な人材を任命する必
要があります。このため、設置者である教育委員会が委
員の任命権を持っているものであり、首長の承認を必要と
することにより教育委員会の権限について制限することは
困難であると考えます。
　ご提案の趣旨については、これも繰り返しとなりますが、
現行制度においても、学校運営協議会委員の任命の際
に、様々な形で教育委員会が地域住民の意向も十分踏ま
えることで実現可能であると考えますので、まずはこうした
方法により、ご対応いただければと存じます。

1029020 多治見市 文部科学省

080130

教育委員会の
社会教育に関
する権限を、市
長へ移譲する
特区

地方教育行政
の組織及び運
営に関する法
律第23条
社会教育法

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第23条は地方公共団体が処理する教育の事
務のうち、教育委員会が処理、管理する事務に
ついて規定しており、また、社会教育法は各条
において社会教育に関する事務を教育委員会
が所管することを規定しています。

現行制度上、教育委
員会が持つ社会教
育に関する権限を、
自治体の判断により
市長に移譲すること
を可能とする。

先の第9次提案においてＦ回答とされた案
件であるが、具体的な検討にあたり少なく
とも次の件については実現可能とされた
い。
社会教育法（昭和24年号外法律第207号）
に定める市町村教育委員会の事務（社会
教育法第5条）
関係行政庁等に資料提供を求める権限
（同第8条）
社会教育主事及び主事補の設置（同第9
条の2）
社会教育関係団体に対する専門的技術的
指導又は助言、事業に必要な物資確保等
（同第11条、11条第2項）
社会教育委員の委嘱、助言に関する事務
（同第15・17条）
公民館事業又は行為の停止、運営審議会
委員の委嘱（同第30・40条）
社会教育のための学校施設利用の許可、
講座開設（同第45・48条）

自治体において、社会教育に関する事務を
市長部局で効果的に運営していくために、少
なくとも市長に移譲可能とすべき項目を提案
するものである。さらに、首長の明確な責任と
判断のもとで事務を行うため、規則制定権や
図書館・公民館等の職員の任命権について
も移譲可能とすべきである。

Ｄ －

　現在、9月15日の特区推進本部決定に従い、社会
教育に関する事務のうち、首長に移管できるものに
ついて現在検討を進めているところです。
　なお、地方自治法第180条の7の規定に基づき、社
会教育に関する事務の一部について首長部局に補
助執行や事務委任を行うことが可能です。

右の提案主体の意見も踏まえ、社
会教育に係る９月１５日の特区推
進本部決定に関する具体的な検
討状況を回答されたい。

　９月１５日の特区推進本部決定に従い、
列挙した項目や規則制定権、図書館・公民
館等の職員の任命権等を首長に移譲可能
とするよう、早急に検討を進めていただくよ
う要望する。
　なお、現行規定で対応可能との回答であ
るが、地方自治法第180条の7による事務
委任、補助執行については、首長部局の
補助職員に対するものであり、首長に対す
るものではないことに留意されたい。

Ｄ －
　現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の判断に
より首長が担当することについて、政治的中立性の担保
等に留意しつつ、検討しているところです。

　右提案主体の意見を
踏まえ、社会教育に関
する事務を地方公共団
体の判断により首長が
担当できるようにするこ
とについての検討の進
捗状況等について具体
的に回答されたい。

９月１５日の特区推進本部決定で
は、平成１８年度中に措置できるよ
う結論を出すこととなっている。早急
に検討を進めていただくとともに、
具体的進捗状況とスケジュールを
お示しいただきたい。

Ｆ

（平成18年9
月15日 構
造改革特区
推進本部決
定済み）

－

　現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の判断に
より首長が担当することについて、「骨太方針２００６」、昨
年９月の特区推進本部決定を踏まえ、改正教育基本法の
国会議論や教育再生会議の意見も踏まえて、政治的中立
性の担保等に留意しつつ、検討しているところです。

1029030 多治見市 文部科学省

080140
公民館事務に
関する権限の
移譲

地方教育行政
の組織及び運
営に関する法
律第23条第12
号、社会教育
法第5条、地方
自治法180条の
7

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第23条12項は公民館に関する事業につき、教
育委員会が管理、執行することを規程してお
り、また、社会教育法第5条は公民館の設置、
管理に関する事務を、教育委員会が行うことを
規定しています。

教育委員会が担当
する社会教育分野、
特に公民館の整備・
管理事務について、
地方公共団体の判
断により首長が担当
できるようにする。

・公民館の整備・管理権限を教育委員会
から首長へ移譲し、住民の多様な活動拠
点として活用する。

現行制度上、教育委員会が担当すること
とされている社会教育に関する事務につ
いては、地方自治法１８０条の７によれば、
教育委員会から普通地方公共団体の長へ
の委任はできず、首長の補助機関たる職
員等への事務委任に留まっている。社会
教育に関する事務、特に公民館の整備・
管理事務に関して、予算編成権や条例制
定権を有する首長の明確な責任と判断で
行えるようになることで、多様な住民ニー
ズに的確・迅速に対応できるようになり、よ
り効果的・効率的な公民館運営が可能と
なる。

　社会教育に対する住民ニーズは時代の変
化とともに多様化してきている。現在、住民か
ら公民館に対して教育委員会と市長部局の
両方に関連する要望があり、迅速かつ効率
的な対応が困難となっている。これらを解消
し、住民サービスを向上させるためには、住
民の代表である首長のもとに公民館を一元
化させることが必要である。
　また「経済財政運営と構造改革に関する基
本方針2006」（平成18年7月7日閣議決定）に
おいても「教育委員会制度については、十分
な機能を果たしていない等の指摘を踏まえ、
教育の政治的中立性の担保に留意しつつ、
当面、市町村の教育委員会の権限（例えば、
学校施設の整備・管理権限、文化・スポーツ
に関する事務の権限など）を首長へ移譲する
特区の実験的な取組を進める（略）」とされて
いる。
　以上のことから社会教育施設である公民館
の整備・管理権限を教育委員会から地方公
共団体の長へ移譲することを求めるものであ
る。

Ｄ －

　現在、9月15日の特区推進本部決定に従い、社会
教育に関する事務のうち、首長に移管できるものに
ついて現在検討を進めているところです。
　なお、地方自治法第180条の7の規定に基づき、公
民館の整理や管理に関する事務の一部について首
長部局に補助執行や事務委任を行うことが可能で
す。

社会教育に係る９月１５日の特区
推進本部決定に関する具体的な
検討状況を回答されたい。

Ｄ －
　現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の判断に
より首長が担当することについて、政治的中立性の担保
等に留意しつつ、検討しているところです。

　社会教育に関する事
務を地方公共団体の判
断により首長が担当でき
るようにすることについ
ての検討の進捗状況等
について具体的に回答
されたい。

Ｆ

（平成18年9
月15日 構
造改革特区
推進本部決
定済み）

－

　現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の判断に
より首長が担当することについて、「骨太方針２００６」、昨
年９月の特区推進本部決定を踏まえ、改正教育基本法の
国会議論や教育再生会議の意見も踏まえて、政治的中立
性の担保等に留意しつつ、検討しているところです。

1045010 善通寺市
総務省
文部科学省

080151

　社会教育に関する事
務を地方公共団体の判
断により首長が担当でき
るようにすることについ
ての検討の進捗状況等
について具体的に回答
されたい。

（社会教育
について）

Ｆ

（平成18年9
月15日 構
造改革特区
推進本部決
定済み）

－

　現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の判断に
より首長が担当することについて、「骨太方針２００６」、昨
年９月の特区推進本部決定を踏まえ、改正教育基本法の
国会議論や教育再生会議の意見も踏まえて、政治的中立
性の担保等に留意しつつ、検討しているところです。

1082020 草加市 文部科学省

08015２

　文化・スポーツに関す
る事務を地方公共団体
の判断により首長が担
当できるようにすること
についての検討の進捗
状況等について具体的
に回答されたい。

（文化・ス
ポーツにつ
いて）

Ｂ

（平成18年9
月15日 構
造改革特区
推進本部決
定済み）

－

　現在、文化・スポーツに関する事務を地方公共団体の判
断により首長が担当することについて、「骨太方針２００
６」、昨年９月の特区推進本部決定を踏まえ、改正教育基
本法の国会議論や教育再生会議の意見も踏まえて、政治
的中立性の担保等に留意しつつ、検討しているところで
す。

1082020 草加市 文部科学省

生涯学習行政
における教育
委員会と首長
の権限分担の
弾力化

社会教育法第5
条

地方教育行政
の組織及び運
営に関する法
律第23条

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第23条は地方公共団体が処理する教育の事
務のうち、教育委員会が処理、管理する事務に
ついて規定しており、また、社会教育法第5条
は社会教育に関する事務について教育委員会

が行うことを規定しています。

市町村教育委員会
は、法令に基づき、
学校教育のほか、社
会教育、文化、ス
ポーツといった幅広
い事務を所掌してい
るが、これらのうち学
校教育を除く広義の
生涯学習分野につい
ては、市町村の長と
教育委員会の協議
のもと、市町村が定
める条例に基づき、
市町村の長が所管
できるようにする。

Ｄ

市町村教育委員会は、法令に基づき、学
校教育のほか、社会教育、文化、スポーツ
といった幅広い事務を所掌しているが、こ
れらのうち学校教育を除く広義の生涯学習
分野については、市町村の長と教育委員
会の協議のもと、市町村が定める条例に
基づき、市町村の長が所管できるようにす

る。

本市は生涯学習基本構想・基本計画を定
め、社会教育、文化、スポーツ等、生涯学習
社会を目指すべく237本の基本施策を全庁的
に展開している。今後、その総合的な推進を
図るため、改めて市長部局と教育委員会との
役割責任分担を見直していきたいと考えるも
のである。社会教育法等は、教育委員会の
事務、職務権限について、学校教育分野外
のものを個別詳細に列記している。これらの
事務を首長が執行する場合、地方自治法に
よる補助執行となるため、決裁権限を教育委
員会に残すこととなり、責任が不明確化し、
円滑な執行が妨げられるおそれがある。昨
秋、中央教育審議会において、これら分野に
おける首長と教育委員会の権限分担弾力化
が必要との答申があったが、同答申は社会
教育分野が除外されているほか、答申後の
法改正等の動きも不明である。よって、本特
区提案を通じて地域の実情に対応した教育、

生涯学習の推進を図りたい。

Ｄ － －

　現在、社会教育に関する事務や文化・スポーツに関す
る事務を、地方公共団体の判断により首長が担当するこ
とについて、政治的中立性の担保等に留意しつつ、検討

しているところです。

　現在、9月15日の特区推進本部決定に従い、社会
教育に関する事務のうち、首長に移管できるものに

ついて現在検討を進めているところです。
　なお、地方自治法第180条の7の規定に基づき、生
涯学習に関する事務の一部について首長部局に補
助執行や事務委任を行うことが可能です。

社会教育、文化、スポーツに係る９
月１５日の特区推進本部決定に関
する具体的な検討状況を回答され

たい。
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 08 文部科学省（特区第１０次 再々検討要請回答）

管理コード

具体的事業を
実現するため
に必要な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の分
類」の再見
直し

「措置の内
容」の再見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
提案事項
管理番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

080161

　学校施設の整備・管理
に関する事務を地方公
共団体の判断により首
長が担当できるようにす
ることについての検討の
進捗状況等について具
体的に回答されたい。

（学校施設
について）

Ａ

（平成18年9
月15日 構
造改革特区
推進本部決
定済み）

－

　現在、学校施設の整備・管理に関する事務を地方公共
団体の判断により首長が担当できるようにすることについ
て、今通常国会に構造改革特別区域法の一部を改正す
る法律案を提出すべく、検討中です。

1099010 遠野市
総務省
文部科学省

080162

　社会教育に関する事
務を地方公共団体の判
断により首長が担当でき
るようにすることについ
ての検討の進捗状況等
について具体的に回答
されたい。

（社会教育
について）

Ｆ

（平成18年9
月15日 構
造改革特区
推進本部決
定済み）

－

　現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の判断に
より首長が担当することについて、「骨太方針２００６」、昨
年９月の特区推進本部決定を踏まえ、改正教育基本法の
国会議論や教育再生会議の意見も踏まえて、政治的中立
性の担保等に留意しつつ、検討しているところです。

1099010 遠野市
総務省
文部科学省

080170
市長による教
育機関の職員
の任免の容認

地方教育行政
の組織及び運
営に関する法
律第18条、第
19条、第23条
第3号

　教育委員会の事務局には指導主事をはじめ
とする所要の職員を置くことになっています。そ
の任命は、教育長の推薦により教育委員会が
行うことになっています。

市の職員のすべて
の任免を市長ができ
るようにする。

 市の職員のすべての任免を市長ができる
ようにする。
 教育委員会事務局の職員や市が採用し
ている教育機関の職員の任免は、教育委
員会が所掌することとされているため、小
さな自治体でも、人事関係の業務は、市長
と教育委員会とそれぞれ配置しなければ
ならず、効率性に欠ける面がある。
 本提案は、教育機関の職員の任免を市
長ができれば、人事業務を専門セクション
に集約することができるようになるので、よ
り効率的な行財政運営につながる。

提案理由： 本市では、10年以内に市の職員
数の20%削減を掲げている。その中でこれま
で以上に教育行政の充実を図るためには、
市の職員の任免等の事務を市長のもとに集
約し、教育行政サイドには、教育に特化した
業務を執行してもらうことが必要。また、それ
ぞれの業務が、集約されていくことで、より効

率的な行政運営につながる。

代替措置：市長部局の人事担当セクションに
おいて、教育機関の職員の任免に関する業

務を所掌する。

Ｃ －

　教育委員会の権限に属する事務を処理するために
事務局は置かれており、教育委員会の庶務をつかさ

どるものです。
　どのような職員がどの程度必要か等は教育委員会
が決定すべきであり、これを市長に移譲することは困

難です。
　なお、事務の効率化に関しては、地方自治法第180
条の7の規定に基づき、事務の一部について補助執
行や事務委任を行うことが可能ですので、ご検討くだ

さい。

右の提案主体の意見について、回
答されたい。

　公民館職員の任免（社会教育法）につい
ては、現行法で対応可能（D判定）との回答
が示されているが、本提案（地方教育行政
の組織及び運営に関する法律）に対する回
答は、対応不可（C判定）とされています。
　同じ教育委員会事務局の職員に対する
人事に関する業務での違いは何か。

Ｃ －

　ご提案は、学校教育の担当者を含む教育委員会の職
員全体の人事を市長に移譲するというものですので、前
回申し上げた理由から、全体としては「Ｃ」と回答していま
す。
　なお、現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の
判断により首長が担当することについて、政治的中立性
の担保等に留意しつつ、実際に検討中であることから、社
会教育の分野に属する公民館については「Ｄ」と回答した
上で、その趣旨を文章中で説明しています。

Ｃ － 1099030 遠野市 文部科学省

080180
市長による教
育機関の職員
の任免の容認

社会教育法第
28条

　社会教育法28条は市町村の設置する公民館
の職員について、教育委員会が任命することを
規定しています。

市の職員のすべて
の任免を市長ができ
るようにする。

 市の職員のすべての任免を市長ができる
ようにする。
 公民館の職員の任免は、現行制度では、
教育委員会が所掌しているが、これを市長
が任免できるようにすることで、人事業務
を専門セクションに集約できるようになるの
で、効率的な行財政運営が図られる。

提案理由： 本市では、10年以内に市の職員
数20%削減を掲げており、その中でこれまで
以上に効率的な行政運営を行うためには、人
事等任免関係の業務をひとつに集約していく
ことが望ましい。
また、本市では、市民センター構想のもと、30
年以上もの間、市長（地域生活）と教育委員
会（社会教育）とが、相互に尊重しつつ、市長
の所轄の下に相互の連絡を図り、一体として
行政機能を発揮するよう協力する体制が整っ
ている。この理念のもと、それぞれの専門性
に特化した業務に集中できる環境を整えるこ
とで、地域生活や社会教育に関する行政
サービスの充実につながる。

Ｄ －

　現在、9月15日の特区推進本部決定に従い、社会
教育に関する事務のうち、首長に移管できるものに
ついて現在検討を進めているところです。
　なお、事務の効率化につきましては、地方自治法
180条の7の規定に基づき、事務の一部について首長
部局に補助執行や事務委任を行うことが可能です。

右の提案主体の意見を踏まえ検
討し、社会教育に係る９月１５日の
特区推進本部決定に関する具体
的な検討状況を回答されたい。

　「事務の効率化につきましては、地方自
治法180条の7の規定に基づき、事務の一
部について首長部局に補助執行や事務委
任を行うことが可能」とのことですが、この
範囲は、法令等で限定されていない。委任
や補助執行の範囲は、各地方公共団体で
判断できるものなのか。
　また、教育に関する事務を首長に移管で
きることの検討スケジュールが決まってい
るのなら、お示し願いたい。

Ｄ －

  現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の判断に
より首長が担当することについて、政治的中立性の担保
等に留意しつつ、検討しているところです。
　なお、社会教育に関し、教育委員会から首長部局に委
任・補助執行が可能な事務の範囲については、委員会の
自主性と職務権限の独立性を侵害しない限度において
認められると考えられ、運用に当たっては、適宜、個別に
ご相談頂きたいと思います。

　社会教育に関する事
務を地方公共団体の判
断により首長が担当でき
るようにすることについ
ての検討の進捗状況等
について具体的に回答
されたい。

Ｆ

（平成18年9
月15日 構
造改革特区
推進本部決
定済み）

－

　現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の判断に
より首長が担当することについて、「骨太方針２００６」、昨
年９月の特区推進本部決定を踏まえ、改正教育基本法の
国会議論や教育再生会議の意見も踏まえて、政治的中立
性の担保等に留意しつつ、検討しているところです。

1099040 遠野市 文部科学省

080190

市長による公
民館運営審議
会の委嘱の容
認

社会教育法第
30条第1項

　社会教育法第30条第1項は市町村の設置す
る公民館について、公民館運営審議会の委員
は市町村の教育委員会が委嘱することを規定
しています。

市が委嘱する公民館
運営審議会委員の
委嘱を市長ができる
ようにする。

 市が委嘱する公民館運営審議会委員の
委嘱を市長ができるようにする。
 本市では、市民センター運営協議会を設
置しているが、公民館運営審議会委員とし
て委嘱しているため、現行制度では、教育
委員会が所掌している。これを市長が任免
できるようにすることで、人事業務が専門
セクションに集約され、業務を執行できるよ
うになるので、効率的な行財政運営が図ら
れる。

提案理由： 本市では、市民センター構想のも
と、30年以上もの間、市長（地域生活）と教育
委員会（社会教育）とが、相互に尊重しつつ、
市長の所轄の下に相互の連絡を図り、一体
として行政機能を発揮するよう協力する体制
が整っている。また、本市では、この理念のも
と、市民センター運営協議会を設置している
が、現行法の中では、市長が委員の委嘱を
することができない。本提案が措置されること
により、遠野の地域特性でもある市民セン
ター構想の理念が、また一歩前進することに
つながりるものと考えられる上、人事に関す
る業務の集約が図られ、効率的な行財政運
営にもつながる。

Ｄ －

　現在、9月15日の特区推進本部決定に従い、社会
教育に関する事務のうち、首長に移管できるものに
ついて現在検討を進めているところです。
　なお、事務の効率化につきましては、地方自治法
180条の7の規定に基づき、事務の一部について首長
部局に補助執行や事務委任を行うことが可能です。

右の提案主体の意見を踏まえ検
討し、社会教育に係る９月１５日の
特区推進本部決定に関する具体
的な検討状況を回答されたい。

　「可能な範囲で教育委員会から首長部局
への委任や補助執行により対応できる余
地がある」との回答であるが、この範囲は、
法令等で限定されていない。委任や補助執
行の範囲は、各地方公共団体で判断でき
るものなのか。
　また、教育に関する事務を首長に移管で
きることの検討スケジュールが決まってい
るのなら、お示し願いたい。

Ｄ －

  現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の判断に
より首長が担当することについて、政治的中立性の担保
等に留意しつつ、検討しているところです。
　なお、社会教育に関し、教育委員会から首長部局に委
任・補助執行が可能な事務の範囲については、委員会の
自主性と職務権限の独立性を侵害しない限度において
認められると考えられ、運用に当たっては、適宜、個別に
ご相談頂きたいと思います。

　社会教育に関する事
務を地方公共団体の判
断により首長が担当でき
るようにすることについ
ての検討の進捗状況等
について具体的に回答
されたい。

Ｆ

（平成18年9
月15日 構
造改革特区
推進本部決
定済み）

－

　現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の判断に
より首長が担当することについて、「骨太方針２００６」、昨
年９月の特区推進本部決定を踏まえ、改正教育基本法の
国会議論や教育再生会議の意見も踏まえて、政治的中立
性の担保等に留意しつつ、検討しているところです。

1099050 遠野市 文部科学省

080201

社会教育、文
化財保護に関
する権限の区
長への移管

地方自治法第
180条の8、地
方教育行政の
組織及び運営
に関する法律
第23条、文化
財保護法、社
会教育法、図
書館法

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第23条は地方公共団体が処理する教育の事
務のうち、教育委員会が処理、管理する事務に
ついて規定しており、社会教育法は社会教育
に関する事務について教育委員会が行うことを
規定しています。
　また、図書館法は公立図書館に、教育委員
会が必要と認める職員を置くこと等を規定して
います。

「地方自治法」第１８
０条の８（学校に関す
ることを除く。）並び
に「地方教育行政の
組織及び運営に関
する法律」第２３条第
１号、第２号、第３
号、第１０号、第１２
号及び第１４号（学校
に関することを除
く。）並びに「文化財
保護法」、「社会教育
法」及び「図書館法」
中、教育委員会に関
する規定を千代田区
教育委員会には適
用しない。

教育委員会の職務権限のうち、以下の権
限を区長に移管することにより、社会教
育、文化・スポーツに関する施策をより一
層推進する。
①社会教育
②文化財保護
③上記①と②に関連する施設の設置、管
理及び廃止、教育財産の管理、職員の任
免その他の人事、環境衛生

千代田区では、区民の意思や地域特性をよ
り一層反映した区政運営を行うため、社会教
育、文化・スポーツに関する事務を区長部局
が補助執行し、まちづくり、地域コミュニティ活
性化、子育て、高齢者福祉等の区民生活に
関連する他の施策と一体的に取り組んでい
る。
しかし、現状では教育委員会に最終的な権
限が留保されているため、責任の所在が明
確でないという問題がある。
社会教育、文化関連施策は区民生活に密接
に関わるものであるため、区民の信託を受け
た区長が自らの責任において行う方が適切
であり、権限を区長部局へ移管する必要があ
る。

Ｄ －

(社会教育について)
　現在、９月１５日の特区推進本部決定に従い、社会
教育に関する事務のうち、首長に移管できるものに
ついて現在検討を進めているところです。
　なお、地方自治法第180条の7の規定に基づき、事
務の一部について首長部局に補助執行や事務委任
をおこなうことが可能です。

右の提案主体の意見を踏まえ検
討し、社会教育に係る９月１５日の
特区推進本部決定に関する具体
的な検討状況を含め回答された
い。

（社会教育について）
　本区は、社会教育、文化関連施策は区民
生活に密接に関わるものであり、そのよう
な施策は全て区民の信託を受けた区長の
責任のもと、まちづくり、地域コミュニティ活
性化、子育て、高齢者福祉等の施策と一体
的に進めるべきであると考えている。した
がって事務の一部だけを単に補助執行や
事務委任するのでは意味がない。
　現在、社会教育に関する事務のうち、首
長に移管できるものを検討中ということであ
るが、全てを移管するようにお願いしたい。
　また、結論を出す時期を明らかにするとと
もに、検討状況を逐次情報公開するように
お願いしたい。

Ｄ －
　現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の判断に
より首長が担当することについて、政治的中立性の担保
等に留意しつつ、検討しているところです。

　社会教育に関する事
務を地方公共団体の判
断により首長が担当でき
るようにすることについ
ての検討の進捗状況等
について具体的に回答
されたい。

Ｆ

（平成18年9
月15日 構
造改革特区
推進本部決
定済み）

－

　現在、社会教育に関する事務を地方公共団体の判断に
より首長が担当することについて、「骨太方針２００６」、昨
年９月の特区推進本部決定を踏まえ、改正教育基本法の
国会議論や教育再生会議の意見も踏まえて、政治的中立
性の担保等に留意しつつ、検討しているところです。

1114010 千代田区
総務省
文部科学省

右の提案主体の意見を踏まえ検
討し、学校施設及び社会教育に係
る９月１５日の特区推進本部決定
に関する具体的な検討状況を含め

回答されたい。

　まず、学校や公民館等の施設については、現行制
度においても、地方自治法第180条の7に基づき、そ
の整備・管理の事務の一部を首長の補助機関である
職員等に委任または補助執行させることが可能とさ

れています。
　①学校施設につきましては、9月15日の特区本部決
定において、現行制度上教育委員会が担当している
ところ、地方公共団体の判断により首長が担当でき
るよう、政治的中立性の担保に留意しつつその条件
や範囲を検討し、措置するとされているところです。
　②公民館などの社会教育施設に関しましては、同
決定に従い、社会教育に関する事務のうち、首長に
移管できるものについて現在検討を進めているところ

です。
　③文化交流施設につきましては、その設置目的や
事業内容が明確ではありませんが、自治体の判断に
より首長でも施設の管理・運営は可能とされていま

す。

公の施設の一
元的な設置・管
理の容認

　回答によれば、現行法で対応可能とのこ
とだが、本市が提案している学校、公民館
等の教育財産の整備・管理は、地方自治
法第180条の7で定められている「整備・管
理の事務の一部」に含まれると理解してよ

ろしいか。
　また、教育委員会で担当している施設の
設置・管理の事務を市長への移管に関す
る検討スケジュールをお示しいただけない

か。

Ｄ －－Ｄ

提案理由：本市では、より効率的な施設管理
を行うために、市が設置している施設の一元
的な管理ができないか検討しているところで
ある。しかしながら、市が設置した施設でも、
市長が管理できない施設が法律で定められ
ている。そこで、本提案が措置されることによ
り、市長が施設管理をひとつの担当セクショ
ンで管理できるうえ、教育行政サイドは、施設
管理業務から開放され、地域の教育課題の
解決につながる業務に集中できるので、それ
ぞれの専門性に特化した業務が執行され、よ
り高い総合的な行政サービスにつながる。

代替措置：本市では、市民センター構想のも
と、市長と教育委員会が、それぞれの独立性
と自主性を相互に尊重しつつ、市長の所轄の
下に相互の連絡を図り、一体として行政機能
を発揮するよう協力する体制が整っているの
で、教育施設の管理を市長が担うことは可能

である。

地方教育行政
の組織及び運
営に関する法
律第23条第2
号、第7号

　学校、公民館については、施設の整備、管理
を教育委員会が行っています。文化交流施設
については、法律上特段の規定がないことか
ら、市長部局でも教育委員会でも担当すること

が可能です。

　ご提案いただいている学校、公民館、文化交流施設な
どについては、地方自治法第180条の7に基づき、その整
備、管理の事務の一部を首長の補助機関である職員等
に委任または補助執行させることが可能です。ただし、市
長本人にこれらの事務の一部を移譲することは現行法上

できません。
　なお、現在、学校施設の整備・管理に関する事務や社
会教育に関する事務を、地方公共団体の判断により首長
が担当することについて、政治的中立性の担保等に留意

しつつ、検討しているところです。

 市長部局や教育委員会の組織的な縦割
りを超えて、市が設置する公の施設の整
備や管理運営、教育財産の管理を、市長

が一元的に行えるようにする。
　現状では、執行機関ごとに施設を整備・
管理運営をしているため、一つの市の施
設であっても、一体的な管理運営をするこ
とが認められておらず、教育財産について
も市長が管理できない状況である。このた
め、一つの市役所の中でも、市長部局と教
育委員会とのそれぞれで施設や財産を管
理する担当者を配置するなど、決して効率
的な行財政運営に結びついているとは言

えない状況にある。
 本提案は、こうした二重行政の弊害を改
善し、小規模な自治体での効率的な行財

政運営につながるものである。

学校、公民館、文化
交流施設など、教育
委員会が所管する施
設の整備や管理運
営を、市長が行える
ようにすること。

教育財産の管理を、
市長が行えるように

すること。
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 08 文部科学省（特区第１０次 再々検討要請回答）

管理コード

具体的事業を
実現するため
に必要な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の分
類」の再見
直し

「措置の内
容」の再見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
提案事項
管理番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

080210

知事の所管事
務に係る専修
学校（県立農業
大学校を専修
学校化した場
合）の所管を教
育委員会所管
ではなく知事所
管とすること

地方教育行政
の組織及び運
営に関する法
律第32条

　学校その他の教育機関のうち、大学は地方
公共団体の長が、その他のものは教育委員会
が所管することとしています。

専修学校の所管を教
育委員会とするので
はなく、地域の創意
を活かした高等教育
を行う専修学校につ
いては、必要に応じ
て知事部局の所管と
するよう規制緩和す
ること。具体的には、
農業改良助長法上
の組織である農業大
学校（農業者研修教
育施設）を専修学校
化した場合は、教育
委員会の所管になる
ため、従前どおり知
事の所管とすること

農業大学校を知事の所管のまま専修学校
に位置付け、専門性の高い農業教育を実
施する。

　知事の権限と責任において運営されてきた
農業大学校を高校生や生産現場のニーズに
対応するため専修学校化すると、教育委員
会の所管になることは、長年の実績・ノウハ
ウ等からみても不合理である。

C －

　専修学校の教育については、他の教育施設と同様
に、教育の中立性、継続性、安定性の確保等が要請
されています。このような性質を踏まえると、これらの
教育に関する事務については、首長部局から独立し
た教育委員会が担う必要があります。そのため、ご提
案の内容を特区として導入することは困難です。な
お、地方自治法第180条の7の規定に基づいて、専修
学校教育に関する事務の一部について、首長部局に
事務委任や補助執行を行うことは可能です。

右の提案主体の意見を踏まえ、再
度検討し回答されたい。

農業大学校は、知事の権限と責任の下に
おいて農業経営の担い手を養成するという
施策目的のため、自主的な研修教育を
行ってきた長い歴史があり、知事所管のま
ま専修学校化することにより教育の中立性
や安定性は何ら損なわれない。むしろ、農
業改良助長法上の農業者研修教育施設で
ありながら教育委員会所管と規定すること
は、教育の継続性を損なう恐れがあるのみ
ならず、あまりに形式主義に過ぎる。知事
が所管する業務で、極めて専門性が高く地
域の創意工夫が必要なものについては、
人材育成から政策立案、施策事業の実施
に至るまで、地方自治法第180条の7に基
づく事務委任等ではなく、一貫して知事の
所管とすることが適切である。

Ｃ －

　前回も回答させていただきましたとおり、専修学校は学
校教育法上の教育施設であり、教育の中立性、継続性、
安定性の確保等の観点から、これに関する事務について
は、首長部局から独立した教育委員会が担う必要があり
ます。
　しかし一方で、県立農業大学校が専修学校となった場
合においても、農業改良助長法に基づく農業者研修教育
施設としての位置づけが変更されるものではなく、そこで
行われる研修教育について、知事の関与は否定されてい
ません。
　したがって、事業の継続性を損なわずに、ご要望に沿っ
た形で実施することは十分可能と考えます。

　右の提案主体の意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

１．貴省回答によれば、専修学校に
ついては「教育の中立性、継続性、
安定性の確保等の観点から、これ
に関する事務については、首長部
局から独立した教育委員会が担う
必要がある」とのことであるが、本
提案に関し、どのような観点から中
立性、継続性、安定性の確保に問
題が生じるのか、個々具体的にご
説明願いたい。
２．また、前回申し上げたとおり、農
業大学校は、新規就農者育成とい
う農政の重要施策を知事所管の下
で長期にわたり担っており、仮に、
専修学校化するという理由のみで
教育委員会所管としながら即座に
知事に事務委任するとすれば、貴
省の危惧する中立性、継続性、安
定性が確保されるとは考え難いが、
この点いかがか。

Ｃ －

　前回も回答させていただきましたとおり、公立の専修学
校については、教育の中立性、継続性、安定性の確保が
要請されているため、教育委員会という合議体の機関が
所管することとし、例えば、教育が首長の政治的利害関係
に左右されることを回避したり、教育が長期の計画の下に
一貫した方針で行われるようにしています。そのため、ご
提案の内容は、教育委員会本来の設置趣旨にも関わる
問題であり、導入することは困難と考えます。

1094010 山梨県 文部科学省

080220

博物館施設の
独立法人化に
向けた地方独
立行政法人法
に定める業務
範囲の拡大

地方独立行政
法人法第21条
第5号、地方独
立行政法人法
施行令第4条

　地方独立行政法人法第21条第五号及び地方
独立行政法人法施行令第4条で、地方独立行
政法人の行う業務を規定しています。

地方独立行政法人
法に規定されている
業務範囲に関し、
「公共的な施設で政
令で定めるもの」に
新たに博物館施設を
加えて地方独立行政
法人の対象とするこ
とにより、市民の財
産である館蔵品等の
継続的かつ適正な維
持・管理を実現する
とともに、当該施設を
核とした都市経営戦
略の展開を通じて施
設の有するポテン
シャルを最大限発揮
させ、市民サービス
の向上や地域経済
の活性化を図る。

独立行政法人による博物館施設の設置及
び管理運営によって資料の収集・保管や
展示・活用、調査研究、教育普及などの基
幹業務における継続性を確保する一方、
博物館施設群として人材育成の受け皿と
なる組織を形成する。この結果招来される
集客力や広告宣伝力の強化、企画展示力
にも反映される専門性の向上、外部資金
の導入やコスト削減などスケールメリットを
活かした経済性の向上、ブランド形成、
NPOや外部人材、大学等専門研究機関と
の連携強化など施設の集積効果を今後の
都市経営の展開上の契機となし、市民が
享受できるサービスの拡充はもとより、都
市の創造性の向上や経済効果の拡大を
図る。

提案理由：
　本市は、天王寺動物園（大正３年）や市立
美術館（昭和１１年）をはじめ、別紙のとおり
国内有数の博物館施設を整備してきた。
　今年度中の策定を目指している都市戦略
上の拠点施設として、左記のような施策効果
をねらってこれらの施設の強みを最大限に引
き出して運営していくには、経営基盤の強化
とともに、資料の保全、調査・研究、展覧会等
の企画など基幹業務における継続性の確保
と中長期的な視点をもった事業展開が不可
欠である。しかし、期間を指定する指定管理
者制度では継続性の確保は保証されず、反
面、必ずしも地方公共団体が直接の事業実
施主体（直営）である必要はないと考えられ
る。
　こうした事業特性に鑑みれば地方独立行政
法人による博物館施設の設置及び管理運営
が有効と考えられるが、現行法令では当該施
設は対象業務に含まれていないため、地方
独立行政法人化が選択肢のひとつとなるよう
制度的な保証を望むものである。

C －

　現行の地方独立行政法人制度上、博物館は地方
独立行政法人法第21条に規定されていないため、ご
提案の内容を特区として導入することには慎重な検
討が必要であり、今後、総務省とも協議しつつ、博物
館制度全体のあり方と併せて詳細な検討を進める必
要があります。

貴省回答によれば、「今後、総務
省とも協議しつつ、博物館制度全
体のあり方と併せて詳細な検討を
進める必要がある」とのことだが、
その検討方法やスケジュール等に
ついて回答されたい。また、併せて
右の提案主体の意見について回
答されたい。

公立博物館への指定管理者制度の適用に
ついては、すでに本市施設でもその導入を
図っておりますが、事業の継続性確保が保
証されないという、重大な問題があると考
えます（補足資料１）。こうした問題は日本
学術会議や日本博物館協会でも指摘さ
れ、公立博物館への独立行政法人制度の
適用を求める声が上がっています（補足資
料２）。また、国立博物館等の施設でも平成
１３年度から独立行政法人制度が導入さ
れ、一定の成果が上がっていると聞きま
す。こうした現状を考慮いただき、早急に、
独立行政法人制度が公立博物館の管理運
営方法の一つに加えられ、それぞれの地
域事情に基づき選択可能となるよう、特区
提案により要望するものです。

Ｃ －

　提案者からご指摘あった論点も含め、博物館制度全体
のあり方に関する検討を行っているところであり、その状
況に関しては、現在、有識者などで構成する検討会を設
け、平成18年度中に報告をまとめる方向で進めていると
ころです。

　博物館制度全体のあり
方に関する検討の中で、
提案主体からの提案内
容はどのように議論がな
されているのか、さらに、
今後、検討会での結論
を受けてどのように取り
組むのか回答されたい。
また、右の提案主体の
意見を踏まえ、関係省庁
との調整のうえ、再度検
討し回答されたい。

博物館施設の地方独法化について
は、法案審議の段階で、今後の対
象化に向けて教育委員会や関係団
体の意見を聞き、施設の特性も踏
まえて検討するとされています（補
足資料１）。また、公立博物館の登
録制度や所管等については、審議
会や関係団体からの指摘（補足資
料２）があり、本市の提案はこれに
沿ったもので前回指摘のとおり、最
近、学会や関係団体からの支持を
得ています。
指定管理者制度下では保証されな
い継続性確保という喫緊の課題解
決を図り、本市の都市戦略に照らし
地域の特性に応じた運営形態が選
択できるようにするため、検討会の
帰趨に拘わらず、早急に特区制度
の活用による地方独立行政法人化
が可能となるよう重ねて要望しま
す。

Ｃ －

　有識者などで構成する「博物館の在り方検討協力者会
議」においては、博物館法における博物館の位置づけや
博物館登録制度の在り方等、博物館制度全体の在り方に
関する検討を行っているところであり、平成18年度中に報
告をまとめる方向で進めているところです。
　また、この報告を踏まえ、今後、博物館制度に関する法
改正について具体的な検討を行うことを考えております。

1075010 大阪市
総務省
文部科学省

080230

外国人受け入
れを中心とした
専修学校の設
立を可能とする

出入国管理及
び難民認定法
の一部を改正
する法律等の
施行に伴う留
学生、就学生
及び外国人教
師等の受入れ
について（平成
2年6月29日付
文学留第168
号）
第82条の3第3
項、学校教育
法施行規則第
77条の5

　「出入国管理及び難民認定法の一部を改正
する法律等の施行に伴う留学生、就学生及び
外国人教師等の受入れについて」では、専修
学校への留学生及び就学生の受入に当たって
の留意事項について定めています。
　また、学校教育法第82条の3第3項、及び学
校教育法施行規則第77条の5では、専修学校
専門課程への入学資格について定めていま
す。

現在民間企業による
介護福祉士養成施
設の設立は認められ
ていないが、特区に
より民間企業による
魅力ある複数の資格
取得と再教育を行う
介護専門学校を設立
し、教育と就労の提
供を行う。また、外国
人による介護従業者
を国内に定着させる
ため、外国人に対す
る入学資格を緩和
し、外国人を多く受け
入れ、資格取得を可
能とする。

介護従業者は慢性的な不足状態の上に、
質の低下を危惧される状態にあり、今後そ
の充足のため、実践に重点をおいた教育
及び常識力豊かな人材育成を行うため、
介護従業希望者、特に外国人介護従業者
に対して介護福祉士等の資格取得のため
の専門学校を民間企業にて運営し、当該
施設において就労場所も同時提供し、彼ら
の生活の安定を図る。　又、既資格取得者
に対し、認知症介護の専門家として再教
育を行い、ターミナルケアを含む認知症介
護の発展を目指す。

交通の利便性に加え、歴史的文化財も多くあ
る土地でありながら、観光面での衰退は著し
いものがある。介護施設運営と同時に民間企
業による専門学校設立により、就労と勉学両
方の場を設け、従来の専門学校では不足し
ている教育(外国人介護従業者には日本文
化、慣習を教え、既資格取得者に対してはよ
り専門知識教育)を行うことにより、介護従業
者の充足と同時に安定した生活の場を提供
し、別紙記載の街づくりと合わせた国際化と
地域の活性に結びつけようと考えるものであ
る。

Ｄ －

　　「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する
法律等の施行に伴う留学生、就学生及び外国人教
師等の受入れについて」（H2.6.29付け文学留第168
号）四（三）では、地方入国管理局に対し、在留資格
認定証明書又は在留資格変更に関する手続きをとる
留学生及び就学生に係る入学許可者数については、
設置する全ての学科の入学定員を合算した数の２分
の１まで受入れることが可能とされています。従って、
ご要望の外国人の受け入れについては、２分の１ま
で受け入れることが可能です。
　現行においても、学校教育法施行規則第77条の5
第3号において、各専修学校における個別の入学資
格審査による専修学校への入学資格が認められて
おり、それぞれの諸外国における教育の実情等を勘
案しつつ、専修学校の教育を受けるに足りる能力、適
正等を総合的に判定し、入学を許可をすることが可
能です。

Ｄ － Ｄ － 1076011
ウェルコンサ
ル株式会社

文部科学省

080240
国立大学法人
による出資の
対象の拡大

国立大学法人
法第22条第1項
第6号、国立大
学法人法施行
令第3条

　国立大学法人の出資の対象については、「技
術に関する研究の成果の活用を促進する事業
であって政令で定めるものを実施する者」とし
て、特定大学技術移転事業を実施する者（大
学等における技術に関する研究成果の民間事
業者への移転の促進に関する法律による承認
を受けた技術移転機関（以下「承認ＴＬＯ」とい
う。））が対象となっています。

現行制度において
は、国立大学による
出資の対象は特定
大学技術移転事業を
実施する者に限られ
ているが、これを当
該国立大学における
研究活動等の成果
であって地域の再生
や新しい地域産業の
創出につながるもの
を活用した事業を実
施する者又は実施し
うる者にまで拡大す
る。

国立大学を地域再生のエンジン、地域の
新産業のインキュベーターとして位置づ
け、学部、学科、研究室等にとらわれずに
国立大学としての総合力を発揮して、地域
のマーケティング、地域の産品のマーケ
ティング、ブランディング、新たな地域ビジ
ネスモデルの構築、海外への展開、当該
事業に関するコンサルティング等の地域再
生に係る事業を、民間事業者との共同出
資による株式会社等の設置、株式会社等
への出資又は民間事業者が行う事業への
出資を通じて効果的に推進する。

現行制度では、国立大学が業務として出資を
行うことができるのは、特定大学技術移転事
業を実施する者に対してのみであり、それ以
外の事業であって当該大学の研究活動の成
果の活用が可能な事業への出資を行うこと
はできない。しかし、地域と連携した大学の役
割という視点からすると、地域の再生や新し
い地域産業の創出につながる研究活動等の
成果の方が出資の対象としてはより需要が
大きいものと考えられる。また、国立大学の
自由な事業活動という観点からしても、出資
の範囲を限定することは妥当ではない。な
お、出資の対象を拡大した場合の弊害につ
いては、自ら事業活動を行った場合に比べて
出資による方がリスクが軽減されるのみなら
ず、現行制度において、国立大学が法に基
づく出資を行う場合については、財務大臣へ
の協議を経て文部科学大臣の認可を受ける
こととされており、出資の対象範囲が拡大さ
れたとしても、特段の弊害は生じないものと
考えられる。

Ｃ －

  一般的に、独立行政法人による出資は、行政改革
の観点から、独立行政法人の本来業務及びそれに
附帯する業務に係るもの以外には認められておら
ず、個別法令に定めがある場合のみ認められていま
す。
  このため、国立大学法人についても、出資の対象と
しては、事業の公益性、成熟性、政策的見地からの
必要性が高いと考えられる承認ＴＬＯのみ対象として
いるところです。
  ご提案の内容については、事業の公益性等の観点
から、出資対象に含めることは困難であると考えてい
ます。

国立大学法人の出資の対象として
は、承認ＴＬＯのみとされているが、
その具体的な理由について示され
たい。また、併せて右の提案主体
の意見を踏まえ検討し回答された
い。

独立行政法人通則法第３条第３項におい
ては、業務の公共性等に配慮しつつも「業
務運営における自主性は、十分配慮されな
ければならない。」とされ、国立大学法人法
第22条第１項第５号においては、「研究の
成果を普及し、及びその活用を促進するこ
と。」が掲げられている。当方の提案は、国
立大学の業務の公共性及び自主性の観点
から、地域の再生及び地域の新産業創出
につながる事業への出資を通じて、研究成
果の活用の機会を創出することを目的とす
るものであって、通則法等の趣旨に合致
し、また、高い公益性を有するものである。
そもそもTLOのみを対象とする根拠が明確
ではなく、したがって、貴省のご回答には理
由はないものと考えられる。

Ｃ －

　承認ＴＬＯについては、大学等における技術に関する研
究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律に基
づき、特定大学技術移転事業（大学における技術に関す
る研究成果について、特許権等の譲渡等により、当該研
究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民
間事業者に対し移転する事業であって、当該大学におけ
る研究の進展に資するもの）の実施に関する計画につい
て、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けてい
ます。
　したがって、出資対象とするに足るだけの公益性や事
業として捕捉しうるに足るだけの成熟性が制度的に担保
されています。
　また、産学官連携・知的財産戦略の中での位置づけの
重要性にかんがみて、政策的見地から出資対象とする必
要性が高いものです。
　ご提案主体からは、当該事業の目的が通則法等の趣
旨に合致し、高い公益性を有するものであるとのご意見
を頂戴していますが、ご提案の「地域の再生及び地域の
産業創出につながる事業」については、当該事業の具体
的内容や、実施主体である民間事業者の業態が不明確
であるため、これらの点について、明確にしていただきた
いと思います。

　右提案主体の意見を
踏まえ、再度検討し回答
されたい。併せて、提案
主体が示した具体的事
業について、公益性、成
熟性、政策的見地から
の必要性の観点から、
国立大学法人の出資の
対象とすることについて
検討し、回答されたい。

承認ＴＬＯについては、関係法令に
基づき特定大学技術移転事業の実
施に関する計画について承認を受
けていることから出資対象とするに
値する公益性を有しているとのこと
であるが、承認に係らしめることを
理由とするのであれば、現行制度
においては、出資を行う場合につい
ては国立大学法人評価委員会の意
見を聞き、財務大臣への協議を経
た上で、文部科学大臣の認可を受
けなければならないこととされてお
り、この手続によって公益性の判断
は可能である。

Ｃ －

  ご提案主体からご指摘の国立大学法人評価委員会の意
見聴取、財務大臣協議及び文部科学大臣認可の手続に
ついては、承認ＴＬＯへの出資の適正性や透明性を担保
するため行われるものです。
　したがって、これらの手続を経る前提として、行政改革の
観点も踏まえ、出資対象事業そのものの公益性や成熟性
が制度的に担保されている必要があります。
   承認TLOについては、大学等における技術に関する研
究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律に基
づき、特定大学技術移転事業の実施に関する計画につい
て、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けてお
り、事業そのものの公益性や成熟性が制度的に担保され
ているところです。
　ご提案主体からお示しいただいた具体的事業について
は、現在、このような公益性や成熟性が制度的に担保さ
れておらず、政策的見地からの必要性も不十分であるた
め、出資対象に含めることは困難であると考えています。

1046010
株式会社 三
井物産戦略
研究所

文部科学省

地方自治法第
180条の8、地
方教育行政の
組織及び運営
に関する法律
第23条、文化
財保護法、社
会教育法、図
書館法

（文化財保護について）
　地方公共団体は、文化財保護法に基づいて、国指
定の文化財以外の重要な文化財の指定に係る事務
等の文化財保護のための事務を行っているところで
す。
このような地方公共団体における文化財保護の事務
については、
①　首長部局の行う開発行為との均衡を図る必要性
②　政治的な圧力や特定の宗派の介入等によって保
護の方針が曲げられないよう政治的・宗教的中立性
の確保の必要性
③　国民の財産である重要な文化財を指定し、適切
に保存・管理を行うため、教育、学術及び文化に関し
識見を有する者で構成される教育委員会が担当する
必要性
④　学校教育と一体となって文化財保護の普及啓発
や人材育成に取り組んでいく必要性
等の理由より、最終的な権限は引き続き教育委員会
が担当することが適当と考えているところです。
　ただし、文化財保護のための事務については、地
方自治法第180条の7の事務の委任・補助執行の規
定を活用し、その一部を区長部局で行うことは現行
制度でも可能となっています。教育委員会と区長部
局が連携し、効果的・効率的な行政運営を行うこと
は、上記の事務の委任・補助執行等の規定を活用す
ることで十分可能と考えられます。

－Ｃ

千代田区では、区民の意思や地域特性をよ
り一層反映した区政運営を行うため、社会教
育、文化・スポーツに関する事務を区長部局
が補助執行し、まちづくり、地域コミュニティ活
性化、子育て、高齢者福祉等の区民生活に
関連する他の施策と一体的に取り組んでい
る。
しかし、現状では教育委員会に最終的な権
限が留保されているため、責任の所在が明
確でないという問題がある。
社会教育、文化関連施策は区民生活に密接
に関わるものであるため、区民の信託を受け
た区長が自らの責任において行う方が適切
であり、権限を区長部局へ移管する必要があ
る。

社会教育、文
化財保護に関
する権限の区
長への移管

080202

　文化財の保存・活用と首長部局の行う観光振興、環境
保全、まちづくり等の施策との緊密な連携・調整は大変重
要であり、必要な場合には、地方自治法第180条の7の事
務の委任・補助執行の規程を活用して、文化財保護に関
する業務の一部を首長部局で行うことも可能となっていま
す。
　ただし、文化財保護についての最終的な職務権限は、
以下の理由より、教育委員会の権限として引き続き規定
されている必要があると考えます。

①　文化財保護は、文化財を守って未来に継承していくと
いう使命と、その価値を失うことのないよう最大限の配慮
をしつつも、国民がより文化財に親しみを持てるよう、地
域づくりや観光のために活用していくという使命が相反す
る場合が生じかねない行政分野です。そのため、首長部
局の行う開発行為の適正性・正当性を担保する上で、首
長とは独立した機関である教育委員会において最終的な
チェックを行う必要があります。また、文化財は一旦滅失・
き損すれば原状回復が困難であるため、首長の交代に
よって保護方針が大きく変わることを避けるためにも、首
長から独立した教育委員会が担当する必要があります。
②　文化財の指定や保存・活用に当たって、特定の団体・
個人への配慮により方針が曲げられることのないよう、公
正性・中立性の確保が強く求められます。その際、首長
の判断により意志決定がなされる首長部局に対し、合議
体である教育委員会が最終的な抑止力を有しておく必要
があります。
（なお、①②に対する代替措置として地方文化財保護審
議会を首長部局に置いた場合であっても、当該審議会が
首長とは独立した権限を持たない諮問機関であるため、
適正なチェックが担保できないおそれがあります。）

　文化財保護は、保存と活用の調和のとれた施策が講じ
られることが不可欠な行政分野であり、万が一、首長部
局によって、過度に活用を重視するなど不適切な事務執
行が行われるような事態が生じた場合には、当該補助執
行や委任を中止できるよう、最終的な権限は教育委員会
に留保しておくことが必要であると考えます。
　また、教育基本法の改正案第2条第5項においては、教
育の目標として、伝統と文化を尊重する態度を養うことが
規定されており、我が国の歴史や文化を正しく理解する
ために必要な文化財保護については、教育委員会にお
いて、教育行政と一体的に進めていくべき重要性が増し
ているところです。

－Ｃ

（文化財保護について）
　文化財は地域の魅力を高める区民共有
の財産で、区民の生活を豊かにするものと
して積極的に活用されるべきものであり、
保存・活用効果を高めるためにも、区長の
責任のもとで行うべきと考える。
　詳細は別紙のとおりである。

本提案は、文化財の保存・活用を
首長の責務として、都市機能の更
新との調和を図りながら、一体的
に進めるという趣旨であるが、右の
提案者の意見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

教育委員会の職務権限のうち、以下の権
限を区長に移管することにより、社会教
育、文化・スポーツに関する施策をより一
層推進する。
①社会教育
②文化財保護
③上記①と②に関連する施設の設置、管
理及び廃止、教育財産の管理、職員の任
免その他の人事、環境衛生

「地方自治法」第１８
０条の８（学校に関す
ることを除く。）並び
に「地方教育行政の
組織及び運営に関
する法律」第２３条第
１号、第２号、第３
号、第１０号、第１２
号及び第１４号（学校
に関することを除
く。）並びに「文化財
保護法」、「社会教育
法」及び「図書館法」
中、教育委員会に関
する規定を千代田区
教育委員会には適
用しない。

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第23条は地方公共団体が処理する教育の事
務のうち、教育委員会が処理、管理する事務に
ついて規定しており、社会教育法は社会教育
に関する事務について教育委員会が行うことを
規定しています。
　また、図書館法は公立図書館に、教育委員
会が必要と認める職員を置くこと等を規定して
います。

総務省
文部科学省

千代田区1114010

　文化財の保存・活用にあたって、地域住民の声を反映し
ながら効果的な活用を図ることは大切であり、そのために
首長部局の行う観光振興、環境保全、まちづくり等の施策
との緊密な連携・調整を行うことは大変重要であるため、
必要な場合には、地方自治法第180条の7の事務の委任・
補助執行の規程を活用して、文化財保護に関する業務の
一部を首長部局で行うことも可能となっています。
　ただし、文化財は、地域住民のものであると同時に、国
民共有の財産であり、また、現在の国民のために活用さ
れるとともに、将来の国民のために確実に保存・継承され
ることが必要であるという性質を持つものです。また、一旦
滅失・き損すると現状回復が困難であるため、長期的に一
貫した保護の方針のもとに保存・活用が行われることが大
切であり、首長の交代によりその保護の方針が変わった
り、特定の団体・個人への配慮により保護の方針が曲げ
られることがあってはならないものと考えます。
　そのため、首長部局から独立した合議体であることによ
り、一貫した保護の方針の担保や、公正性・中立性の確
保がより可能である教育委員会に、文化財保護について
の最終的な権限が所在していることが必要であると考え
ます。

　右の提案主体の意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

－Ｃ

　文化財は誰のために保存・活用さ
れるべきものなのか、原点に立ち
返って考える必要があるのではな
いか。
　文化財は当然、区民のためのも
のである。従って、何を文化財とし
て指定するのか、あるいは地域の
ためにどうやって保存・活用していく
のかということについて、専門的・学
術的な視点はもとより、区民の意向
も充分に反映される必要があり、区
民の信託を受けた区長の責任のも
とで行うべきと考える。
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 08 文部科学省（特区第１０次 再々検討要請回答）

管理コード

具体的事業を
実現するため
に必要な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の分
類」の再見
直し

「措置の内
容」の再見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
提案事項
管理番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

080250
医学部入学定
員要件の緩和

・閣議決定（「今
後における行政
改革の具体化方
策について」（昭
和57年9月）、「財
政構造改革の推
進について」（平
成9年6月））
・「医師の需給に
関する検討会報
告書」（平成18年
7月28日　医師の
需給に関する検
討会）
･総務･財務･文
部科学･厚生労
働の４大臣によ
る合意（平成18
年8月）
・新医師確保総
合対策（平成18
年8月31日地域
医療に関する関
係省庁連絡会
議）

・大学医学部の整理・合理化も視野に入れつつ
引き続き医学部定員の削減に取り組む。
･医師不足が特に深刻と認められる１０県にお
いて、平成２０年度から最大１０年に限り１０名
を限度として医師養成数の増を認める。

「医師の需給に関す
る検討会報告書」（平
成18年7月28日）の
内容を踏まえ、人口
に比して国公立大学
医学部等の定員が
少ない県に対して、
定員の暫定的な調
整を容認し、現定員
とは別枠の定員を認
める。

 県が養成するへき地医療従事を義務づけ
る医師については、現定員とは別枠の定
員とすることにより、へき地における医師
不足の解消を目指す。
 具体的には、国公立大学医学部等におい
て、大学が入学を許可した者に対し、県内
のへき地における医療従事を前提とした
修学資金の貸与を行い、大学卒業後、県
の指定する医療機関で一定期間勤務すれ
ば修学資金返還を免除することとし、その
対象者については、大学の現定員を増や
すことにより対応する。

○へき地を含む地域における医師の確保は
全国的な問題となっているが、本県において
もへき地における医師不足は深刻であり、地
域住民が安心できる医療の確保に苦慮して
いる。そのため、医師確保対策の一環とし
て、県がへき地医療従事を義務づける医師を
養成することは有効であり、現行定員の増が
認められる必要がある。
○平成16年の人口100万人当たりの医学部
定員は全国平均59.7人に対して、本県は35.8
人（全国41位）と非常に低位にあり、本県のよ
うに県域が広く、都市部とへき地が混在して
いる県においては、現行の国の基準では大
学の定員増は認められず、本県の医師不足
を解消することはできない。

Ｃ －

　総務･財務･文部科学･厚生労働の４大臣による合
意や新医師確保総合対策（平成18年8月）により、医
師の不足が特に深刻と認められる１０県については、
医師の暫定的な養成増が認められることとなったとこ
ろです。
　一方、医学部の入学定員の扱いについては、厚生
労働省における医師需給の考え方を十分に踏まえる
ことが必要と考えておりますが、厚生労働省の需給
見通し（平成18年7月）ではマクロ的には必要な医師
数は供給されるという結果になっております。
　さらに、定員全体については、４大臣合意により、
「財政構造改革の推進について」（平成9年6月3日閣
議決定）の趣旨を踏まえ、引き続き、医学部定員の
削減等に取り組むこととされています。

右の提案主体の意見について検
討し回答されたい。

○本年8月に新医師確保総合対策により医
師の暫定的な養成増が認められたことは
承知しているが、本県のように県域が広く、
都市部とへき地が混在している県において
は、現行の国の基準では大学の定員増を
認められず、本県のへき地における医師不
足対策を解消することは困難な状況であ
る。
○本県では、本年8月に「医療確保緊急対
策」を講じる等地域医療の確保に向けた取
り組みを展開しているところであるが、医師
不足の解消に至っていないことから、本県
提案の人口に比して国公立大学医学部等
の定員が少ない県に対しても、暫定的な養
成増を認めていただきたい。

Ｃ －

　前回ご回答させていただいたように、医学部の入学定
員の扱いについては、厚生労働省における医師需給の
考え方を十分に踏まえることが必要と考えていますが、
厚生労働省の需給見通し（平成18年7月）ではマクロ的に
は必要な医師数は供給されるという結果になっていま
す。
　さらに、定員全体については、4大臣合意により、「財政
構造改革の推進について」（平成9年6月3日閣議決定）の
趣旨を踏まえ、引き続き、医学部定員の削減等に取り組
むこととされています。

　右の提案主体の意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

○既に本県では医療対策協議会の
積極的活用や、一定期間地元の医
療機関で医療に従事することを条
件とする奨学金を活用した入学制
度等の対策を講じ、県内における
医師の偏在の解消に努めていると
ころである。
○「医師の需給に関する検討会報
告書」（平成18年7月28日）では、
「人口に比して医学部定員が少な
いために未だ医師が不足している
県の大学医学部に対して、・・定員
の暫定的な調整を検討する必要が
ある」とされているところであり、そ
の内容を反映した形で提案の実現
を図っていただきたい。

Ｃ －

　前回ご回答させていただいたように、医学部の入学定員
の扱いについては、厚生労働省における医師需給の考え
方を十分に踏まえることが必要と考えていますが、厚生労
働省の需給見通し（平成18年7月）ではマクロ的には必要
な医師数は供給されるという結果になっています。
　さらに、4大臣合意により、医師の不足が特に深刻と認
められる10県については医師の暫定的な養成増が認めら
れる一方、定員全体については「財政構造改革の推進に
ついて」（平成9年6月3日閣議決定）の趣旨を踏まえ、引き
続き、医学部定員の削減等に取り組むこととされていま
す。

1080010 兵庫県
文部科学省
厚生労働省

080260
医学部入学定
員要件の緩和

・閣議決定（「今
後における行政
改革の具体化方
策について」（昭
和57年9月）、「財
政構造改革の推
進について」（平
成9年6月））
・「医師の需給に
関する検討会報
告書」（平成18年
7月28日　医師の
需給に関する検
討会）
･総務･財務･文
部科学･厚生労
働の４大臣によ
る合意（平成18
年8月）
・新医師確保総
合対策（平成18
年8月31日地域
医療に関する関
係省庁連絡会
議）

・大学医学部の整理・合理化も視野に入れつつ
引き続き医学部定員の削減に取り組む。
･医師不足が特に深刻と認められる１０県にお
いて、平成２０年度から最大１０年に限り１０名
を限度として医師養成数の増を認める。

新医師確保総合対
策での大学医学部
定員増の基準を２次
保健医療圏毎に算
定し、基準を満たす
地域に新たに派遣す
る医師については、
現定員とは別枠の定
員を認める。

 県が養成するへき地医療従事を義務づけ
る医師については、現定員とは別枠の定
員とすることにより、へき地における医師
不足の解消を目指す。
 具体的には、国公立大学医学部等におい
て、大学が入学を許可した者に対し、県内
のへき地における医療従事を前提とした
修学資金の貸与を行い、大学卒業後、県
の指定する医療機関で一定期間勤務すれ
ば修学資金返還を免除することとし、その
対象者については、大学の現定員を増や
すことにより対応する。
　なお、本県の２次保健医療圏では、北播
磨、西播磨、但馬、丹波、淡路地域が当該
基準を満たすことになり、増員した医師は
当該圏域の医療機関へ派遣する。

○へき地を含む地域における医師の確保は
全国的な問題となっているが、本県において
もへき地における医師不足は深刻であり、地
域住民が安心できる医療の確保に苦慮して
いる。そのため、医師確保対策の一環とし
て、県がへき地医療従事を義務づける医師を
養成することは有効であり、現行定員の増が
認められる必要がある。
○本県のように県域が広く、都市部とへき地
が混在している県においては、現行の国の基
準では大学の定員増は認められず、本県の
医師不足を解消することはできないため、県
全体ではなく、２次保健医療圏毎による算定
を求める。

Ｃ －

　総務･財務･文部科学･厚生労働の４大臣による合
意や新医師確保総合対策（平成18年8月）により、医
師の不足が特に深刻と認められる１０県については、
医師の暫定的な養成増が認められることとなったとこ
ろです。
　一方、医学部の入学定員の扱いについては、厚生
労働省における医師需給の考え方を十分に踏まえる
ことが必要と考えておりますが、厚生労働省の需給
見通し（平成18年7月）ではマクロ的には必要な医師
数は供給されるという結果になっております。
　さらに、定員全体については、４大臣合意により、
「財政構造改革の推進について」（平成9年6月3日閣
議決定）の趣旨を踏まえ、引き続き、医学部定員の
削減等に取り組むこととされています。

右の提案主体の意見について検
討し回答されたい。

○本県では、本年8月に「医療確保緊急対
策」等の措置を講じているところであるが、
医師不足の解消に至っていないことから、
新医師確保総合対策での大学医学部定員
増の基準を２次保健医療圏毎に算定し、基
準を満たす地域に新たに派遣する医師に
ついては、現定員とは別枠の定員を認めて
いただきたい。
なお、現行の国の基準においても、県内
10圏域（２次保健医療圏）のうち５圏域が基
準に該当しているところ。

Ｃ －

　前回ご回答させていただいたように、医学部の入学定
員の扱いについては、厚生労働省における医師需給の
考え方を十分に踏まえることが必要と考えていますが、
厚生労働省の需給見通し（平成18年7月）ではマクロ的に
は必要な医師数は供給されるという結果になっていま
す。
　さらに、定員全体については、4大臣合意により、「財政
構造改革の推進について」（平成9年6月3日閣議決定）の
趣旨を踏まえ、引き続き、医学部定員の削減等に取り組
むこととされています。

　右の提案主体の意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

○既に本県では医療対策協議会の
積極的活用や、一定期間地元の医
療機関で医療に従事することを条
件とする奨学金を活用した入学制
度等の対策を講じ、県内における
医師の偏在の解消に努めていると
ころである。
○本県のように県域が広く、都市部
とへき地が混在している県におい
て、上記対策を講じてもなおへき地
の医師不足を解消できない場合に
ついては、「「新医師確保総合対
策」に基づく医学部定員を増員でき
る基準」の緩和を行い、地域限定で
大学の定員増を認めていただきた
い。

Ｃ －

　前回ご回答させていただいたように、医学部の入学定員
の扱いについては、厚生労働省における医師需給の考え
方を十分に踏まえることが必要と考えていますが、厚生労
働省の需給見通し（平成18年7月）ではマクロ的には必要
な医師数は供給されるという結果になっています。
　さらに、4大臣合意により、医師の不足が特に深刻と認
められる10県については医師の暫定的な養成増が認めら
れる一方、定員全体については「財政構造改革の推進に
ついて」（平成9年6月3日閣議決定）の趣旨を踏まえ、引き
続き、医学部定員の削減等に取り組むこととされていま
す。

1080020 兵庫県
文部科学省
厚生労働省

080270

外国資格の取
得をもって大学
の単位に振り
替える

大学設置基準
（昭和31年文部
省令第28号）第
21条第3項、第
29条第1項、大
学設置基準第
29条第1項の規
定により、大学
が単位を与え
ることのできる
学修を定める
件（平成3年文
部省告示第68
号）

　大学以外の教育施設等における学修に関し
ては、大学設置基準等により、短期大学、大学
の専攻科又は高等専門学校の専攻科における
学修や、知識及び技能に関する審査であって、
一定の要件を満たすものにおける成果に係る
学修等に対し単位を与えることができます。

大学設置基準が単
位として振り替えるこ
とを認めている「卒業
論文、卒業研究、卒
業制作等の授業科
目」の中に、米国の
医師国家試験である
USMLEの合格等を
含める規制緩和を行
う。

医学部医学科に在籍する学生が、米国の
医師国家試験であるUSMLEに合格するか
一定以上のスコアを収めた場合、在籍す
る大学の単位を付与する。USMLE STEP１
は基礎医学、STEP２は臨床医学の範囲か
ら出題されることから、日本の医学部医学
科でこれらに相当する科目を履修しなくて
も当該科目の単位を取得できることとす
る。

将来の海外留学を希望する医学生は、大学
の試験勉強と海外での医師資格を取得する
ための勉強とを両立する必要があり、敷居が
かなり高くなっている。しかし、海外での医療
経験は本邦で医師として活躍する上でも大き
な意味を持つ。積極的に海外の文化に触れ、
各国の医学生と混じることが国際的に通用す
る質の高い医療人の育成につながり、ひいて
は医療や臨床研究等で活躍する人材の養成
を可能とする。
現在、多くの大学がTOEFLやTOEIC等で一定
以上のスコアを達成した場合に当該科目の
単位として認定している。これと同様に、医学
部医学科においても米国の医師国家試験で
あるUSMLE等に合格するか一定以上のスコ
アを収めた者に対して大学の単位を付与す
る。

Ｄ －

　大学以外の教育施設等における学修に関しまして
は、大学設置基準第２９条第１項により、「大学は、教
育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は
高等専門学校の専攻科における学修その他文部科
学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業
科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位
を与えることができる。」とされています。
　この「文部科学大臣が別に定める学修」を定めてい
る告示として「大学設置基準第29条第1項の規定によ
り、大学が単位を与えることのできる学修を定める
件」があります。この告示により、トフル及びトーイック
又は一定の要件（審査を行うものが国又は民法第34
条の規定による法人その他の団体であること、審査
の内容が、学校教育法第52条に規定する大学の目
的に照らし適切なものであること、審査が全国的な規
模において、毎年１回以上行われるものであること、
審査の実施方法が、適切かつ公正であること）を備え
た知識及び技能に関する審査であってこれらと同等
以上の社会的評価を有するものにおける成果に係る
学修で、大学において、大学教育に相当する水準を
有すると認めたものに対しては単位を与えることがで
きるとされています。
　したがって、この規定に基づき、各大学の判断によ
り（同基準第28条、30条により当該大学において修得
したものとみなす単位数と合わせて）60単位を超えな
い範囲で単位を与えることは現行制度でも可能で
す。

Ｄ － Ｄ － 1106010

特定非営利
活動法人 医
学教育振興
センター

文部科学省

080280

他大学での単
位取得を認め、
それを在籍大
学の単位に振
り替え可能に
する

大学設置基準
（昭和31年文部
省令第28号）第
28条第1項、第
31条第1項

　他大学における授業科目の履修に関しては、
大学設置基準により、６０単位を超えない範囲
で当該大学における授業科目の履修により修
得したものとみなすことができます。

収容能力の範囲内
で、他大学で行われ
る講義や実習に参加
して単位を取得でき
るようにする。また、
それを自大学で該当
する科目の単位に振
り替えることを可能と
する。

大学間で必要な協定等を締結した上で、
医学生が全部または一部の講義や実習を
他大学で受講でき、それが在籍大学の単
位として認められるもの。具体的には、研
究室に配属される場合等で自分の取り組
みたい研究分野が他大学にある場合に、
当該実習期間に他大学での研究活動を行
い、単位認定を受けることを可能とする。

医学部においては自らが所属する大学の内
部で固まる傾向が強く、卒業するまでに他大
学の様子を知る機会は乏しい。マッチング制
度が導入されてさまざまな大学を卒業した研
修医が全国各地の研修病院で混じるようにな
り、モチベーションが高まっている。このことか
ら、医学部の卒前教育においても、積極的に
他大学との交流を持てるように規制を緩和
し、新たな知の創造を可能とする。

Ｄ －

　他大学における授業科目の履修に関しましては、
大学設置基準第28条第1項により、「大学は教育上
有益と認めるときは、学生が大学の定めるところによ
り他の大学又は短期大学において履修した授業科目
について修得した単位を、（同基準第29条、30条によ
り当該大学において修得したものとみなす単位数と
合わせて）60単位を超えない範囲で当該大学におけ
る授業科目の履修により修得したものとみなすことが
できる。」とされています。
　したがって、ご提案の内容は、各大学の判断により
現行制度でも可能です。

Ｄ － Ｄ － 1106020

特定非営利
活動法人 医
学教育振興
センター

文部科学省

080290
学外における
実習を単位とし
て認定する

大学設置基準
（昭和31年文部
省令第28号）第
21条第2項、第
25条第1項

　大学設置基準において、授業は、講義、演
習、実験、実習、若しくは実技のいずれかによ
り又はこれらの併用により行うものとするとされ
ており、実習に関しては、３０時間から４５時間
までの範囲で大学が定める時間の授業をもっ
て１単位とするとされています。

大学の教育関連施
設でない医療機関に
おいて実習を行った
場合にも、当該実習
を単位として認定す
るもの。

大学病院ではない一般の臨床研修指定病
院において実習を行った場合に、それを大
学病院で行った正規の実習として読み替
えることができるようにする。具体的には、
医学生が大学教官（臨床教授等含む）が
不在の医療施設で実習を行った場合に、
学生の求めによって、実習先の医療機関
の担当者が、大学が策定した評価表等に
記載し、大学として達成度を判断した上で
単位認定を行う。

医師臨床研修マッチングの開始から４年目に
なるが、マッチング参加の前提となる研修病
院での実習が、６年生の授業や実習と重な
り、医学生の就職活動が困難となっている例
も少なくない。このため、希望する進路実現を
大学が阻んでおり、一種のパワーハラスメン
トであるとの指摘が医学生の間でなされてお
り、このことは初期研修先として大学病院が
敬遠される理由の一つともなっている。このた
め、大学の教育関連施設ではない学外の医
療機関で実習を行った場合にも単位として認
定することにより、大学のカリキュラムとの整
合性を確保しつつ、医学生の多様な進路実
現を可能にする。

Ｄ －

　大学設置基準第25条第1項において、「授業は、講
義、演習、実験、実習、若しくは実技のいずれかによ
り又はこれらの併用により行うものとする」と定められ
ています。
　実習に関しましては、同基準第21条第2項におい
て、「実験、実習及び実技については、30時間から45
時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって
1単位とする」とされています。なお、実習を行う場所
については特段の制限はありません。
　したがって、ご提案の内容は、上記の要件を満たす
内容であるならば、各大学の判断により現行制度で
も可能です。

Ｄ － Ｄ － 1106030

特定非営利
活動法人 医
学教育振興
センター

文部科学省

080300

LLP(有限責任
組合）による大
学院大学の設
置

学校教育法第2
条第1項
構造改革特別
区域法第12条
第1項

　学校教育法において、学校は、国、地方公共
団体及び学校法人のみが設立することができ
るとされているところ、構造改革特別区域法に
より、地方公共団体が設定する構造改革特別
区域において、内閣総理大臣が認定した場合
には、株式会社が学校を設置することが認めら
れてます。

学校設置会社の範
囲の拡大

現在、株式会社に認められている大学院
大学の設置を、ＬＬＰ（有限責任組合）にも
認める

ＬＬＰは、中小・ベンチャー企業独自の発想・ノ
ウハウと大企業の安定した経営資源を効果
的に融合させることのできる柔軟な組織体で
あり、ＬＬＰは、大学院大学の設置運営に財務
的にも経営手腕的にも十分耐えうる。

Ｃ －

  公教育を担う学校の設置主体としては、公共性、継
続性、安定性を担保することが求められるため、教育
基本法（第6条）においても、「国、地方公共団体の
外、法律に定める法人のみ」に限定して学校を設置
できることとされており、法人格を有しない組合による
学校の設置は、認められておりません。
　また、実質的に考えても、ＬＬＰは株式会社と異なっ
て取締役会や監査役などの設置も義務付けられてい
ない等、学校の設置者として必要な公共性、継続
性、安定性を確保するに適した制度であるとは言い
難い面があります。
　特区においては、既に一定の条件の下で株式会社
による学校設置も認められており、あえてＬＬＰによる
学校設置を認めるべき必要性はないものと考えてお
りますが、具体的にご検討されている計画がございま
したら、ご遠慮なくご相談頂ければと存じます。

貴省回答によれば、「ＬＬＰは学校
設置社として必要な公益性、継続
性、安定性を確保するに適した制
度であると言い難い面がある」とあ
るが、具体的に明示されたい。ま
た、例えば、株式会社やＮＰＯ法人
について認められていることと同様
に、学校の継続性・安定性を確保
するための代替措置を講じた上で
ＬＬＰについても学校設置が認めら
れないか回答されたい。

Ｃ －

　ＬＬＰについては、例えば、理事会や監事のような業務
決定機関、監査機関についての設置が義務付けられな
いこと、業務執行の意思決定について、原則として総組
合員の同意で決定する必要があり機動的な意思決定が
保証されていないこと等、適切に学校経営を行っていくこ
とができるか、懸念があります。
　仮に、所要の代替措置を講じた上でＬＬＰに学校設置を
認めるとしても、例えば、業務決定機関や監査機関の設
置を求める等の規制を課すことが、柔軟な組織形態とし
て設けられたＬＬＰの趣旨を没却することにならないか、慎
重に検討する必要があるものと考えます。
　既に申し上げているとおり、学校法人以外にも、特区に
おいては株式会社等による学校設置が認められていると
ころですが、ＬＬＰでなければ実現できない地域ニーズ等
がありましたら、ご遠慮なくご相談頂ければと存じます。

Ｃ － 1109040

社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会連合会

文部科学省
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 08 文部科学省（特区第１０次 再々検討要請回答）

管理コード

具体的事業を
実現するため
に必要な措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の分
類」の再見
直し

「措置の内
容」の再見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
提案事項
管理番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

080310

点字図書館に
おける録音図
書の貸し出し要
件の緩和

著作権法第37
条第3項

　著作権法第37条第3項により、点字図書館そ
の他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする
施設で政令で定めるものにおいては、専ら視覚
障害者向けの貸出しの用に供するためであれ
ば、公表された著作物から著作権者の許諾なく
録音図書を作成することができますが、視覚障
害者以外の方に対して貸し出すために録音図
書を作成するには著作権者の許諾が必要で
す。

著作権法において
「専ら視覚障害者向
け」に限定されている
貸し出し対象者につ
いて、「視力の衰えた
一般の高齢者等にも
貸し出し可能」である
ことを明確化する。

　北九州市視覚障害者情報提供施設（市
立点字図書館）では、現行法に基づき、著
作者の許諾なしに録音図書を作成し、視
覚障害者に限って貸し出し業務を行うこと
ができる。
　視力が衰えた一般の高齢者にも許諾な
しに貸し出し可能であることを明確化する
ことにより、利用者のニーズに広くかつ効
率的に対応できるようにする。

　「視覚障害者」の基準が明確でないため、
北九州市では身体障害者手帳の有無をもっ
て視覚障害者の客観的な判断基準としてい
る。したがって、視覚障害と同等レベルの視
力であっても身体障害者手帳を交付されてい
ない人や、視力の衰えた一般の高齢者に対
しては、貸し出しを行っていない。
　このため、通常の活字本は読むことが困難
であり、録音図書を必要としている方々に対
して事実上貸し出しが制限されることとなる。
　そこで、新たに定めた判断基準をクリアする
ことを条件として、身体障害者手帳を持たず
視覚障害者とみなされない視力の衰えた一
般の高齢者等に対しても著作者の許諾なし
に貸し出し可能であることを明確化すること
が必要である。

Ｃ －

　ご提案の内容につきましては、既に文化審議会著
作権分科会において審議が行われ、著作権法第37
条第3項の対象とすべきと提案のあった高齢者等とし
ては、実際にどの程度視力が衰えた者についてニー
ズがあるのか、また録音図書が一般の健常者によっ
て利用されないような担保がどのように講じられるの
か等が不明確であることから、平成18年1月の報告
書では、提案者等からのより具体的で特定された提
案を待って検討することが適当とされました。これを
踏まえ、現在は、このようなより具体的な提案を待っ
ているところです。いずれにしましても、頂いたご提案
につきましては、今後の検討の参考とさせて頂きたい
と思います。

録音図書の利用対象の拡大につ
いては、図書館関係者等により検
討していると承知しているが、貴省
として、今後どのような見通しを
もって検討を進められるのか回答
されたい。

Ｃ －

　今回ご提案のあった論点につきましては、社団法人日
本図書館協会等からの法律改正要望を受け、平成17年
に文化審議会著作権分科会において検討が行われまし
たが、その結果、高齢で活字図書が読めない人、というだ
けでなく、実際にどの程度視力が衰えた人についてニー
ズがあるのか更なる範囲の明確化等が必要であるとさ
れ、現在、同協会や厚生労働省がその範囲の明確化等
を進めているところであり、文部科学省としてもこれら関
係団体・省庁と連携を図り、必要に応じ再度同審議会に
おいて検討を行いたいと考えています。

Ｃ － 1037020 北九州市
文部科学省
厚生労働省

080320

ストリート・
ミュージシャン
のライセンス制
度

著作権法第22
条、第38条第1
項

　著作権法第22条により、著作権者には、演奏
権が認められています。同法第38条第1項によ
り、非営利・無料で演奏を行う場合は、権利者
の許諾は不要です。

現在、公共の場にお
けるパフォーマンス
に関して条例や道路
法などで規制されて
いるので、一定の審
査を通過したパ
フォーマーにはライ
センスを付与し、公
共の場での活動を公
認化する。

オーディションなどで審査し、審査通過
アーティストにはライセンスを与え、一般の
歩道や公共施設、公共の場での演奏やパ
フォーマンスを許可し、料金徴収や物販な
ども可能とする。また、著作権使用料は免
除する。

「音楽産業都市」の形成に向けて、道路使用
や騒音を巡るトラブルを防ぐだけではなく、町
の賑わいを作れる。また、ライセンスにより
アーティストの実力はハイレベルに保たれる
事により地域における芸能文化の発展にも寄
与し、アーティストにとっても音楽やパフォー
マンスで生活できる環境も整えられる。将来
的には新潟県内の音楽関連情報を総合的に
収集・発信する活動の核を目指す。

Ｃ －

　公共の場におけるパフォーマンスの許可等に関し
ましては、文部科学省の所管外になりますので、関
係省庁や地方公共団体にご相談いただければと思
います。
　また、他者の楽曲を演奏する場合にまで著作権使
用料の免除を行うことは当該楽曲の著作権者に対す
る新たな規制、財源措置の優遇に関するものであり、
特区制度の趣旨に馴染まないと考えます。

Ｃ － Ｃ － 1109140

株式会社 ア
イ・シー・
オー プロ
モーション、
社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会連合会

警察庁
文部科学省
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